
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅰ部 セルフマネージメント・スキルをめぐる考察 
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第１章 職業リハビリテーションにおけるセルフマネージメント 

 この章では、職業リハビリテーション・サービスの充実を図る中で、不可欠なセルフマネージメント・

スキルについて、その基礎となる言行一致訓練やセルフコントロールに関する指導方法の基礎、それら

の職業リハビリテーションへの応用について検討する。また、職業生活の根幹をなすセルフマネージメ

ント・スキルについて定義づけ、機能分析を行うと共に、それらの発達の過程を概観し、サービスの方

向性を検討するためのセルフマネージメント・トレーニング・マトリックスの考え方を提案する。 

 

第１節 セルフマネージメント・スキルの基礎 

１．セルフマネージメントの理論と概要・種類 

（１）セルフマネージメントの理論と概念 

 Self-management は、行動変容ストラテジーの個人的かつ構造的な応用によって、ある人自身が望ん

だ自分の行動変容をもたらす行動であると定義される(Cooper, Heron & Heward.(1987))。つまり、ある人

が「自分の行動」を「自分自身の行動によって」、「自分にとって望ましい行動」に変化させることを

言うのである。 

 また、Skinner(1953)は、このようなセルフマネージメントの基礎となるセルフコントロールについて、

人が「コントロールされる反応」の生起確率を変えるために「コントロールする反応」を行う過程と定

義づけている。コントロールされる反応とは、具体的に不安、飲酒、過食などであり、コントロールす

る反応とは、それらを変容するためのセルフコントロール技法を指す。 

 行動論的セルフコントロールのモデルのうち、Kanfer（1971）が提唱したモデルは、自己監視

(self-monitoring)、自己評価(self-evaluation)、自己強化(self-reinforcement)の 3 つの段階を取り

上げている。行動連鎖がうまくいかないとき、自己監視を行い、続いて自らの行動を評価する。それに

応じて自己強化や嫌悪刺激を随伴することで行動は維持されたり、変えられたりするというものである。 

 また、Thoresen & Mahoney(1974)のモデルは、先行条件－行動－結果条件を想定し、先行条件、結果

条件の操作つまり、「環境プランニング」と「行動プログラミング」によって行動のセルフコントロー

ルを図るというものである。このモデルでは、セルフコントロールが様々な外的要因によって影響され

ることを示している。 

 セルフコントロールは他の多くの行動と同様に学習されるものである。もともと学習においては外的

コントロールの度合いが大きいのであるが、行動とその結果の結びつきの経験を重ねるにつれて、外的

に、あるいは自ら課した基準を満たしたり、満たされなかったりすること自体が報酬や罰の意味を帯び

るようになる。このことを外的コントロールの内在化といい、春木（1977）はセルフコントロールを外

的コントロールが内在化したものと理解している。同一の人の中でコントロールする反応とコントロー

ルされる反応が起こり、外的コントロールと同様のメカニズムが働くと考えるのである。 
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（２）セルフコントロールの技法 

 セルフコントロールのための多くの技法のうち主要なものを挙げる。 

 「刺激統制(stimulus control)」は自分の行動の手がかりとなっている刺激（環境）を変えることで

ある。「自己契約(self-contract)」は自分の行動について、自ら（他者と）行動変容の手続きの各段階

で得られる強化子*1、目標行動達成に対する強化子などを明らかにした契約をして、コントロールする

方法である。契約は基本的に他者の存在が前提となっており、外的強化のニュアンスを含む。「自己教

示(self-instruction)」は自分自身に言葉を言いきかせてコントロールする方法である。「自己観察・

監視(self-monitoring)」は自分自身の行動を観察し、記録、図表化したり、自ら評価したりすることで

ある。観察自体に報酬や罰の意味がある。「自己強化(self-reinforcement)」は自分の行動に自ら強化

子を随伴することでコントロールする方法である。セルフコントロールでは外的コントロールと同様、

強化の概念は重要である。また、自己強化が動機づけ、消去抵抗といった面で優れた効果をもつことは

明らかである。「自己罰(self-punishment)」は自ら嫌悪刺激を随伴することでコントロールする方法で

ある。 

 必ずしも各技法の効果は一定していないこと、単独で用いるよりも他の技法を併用することで効果が

強められることもあることがいえる。応用研究では複数の技法を併用することが多い。 

 

２．言行一致訓練 

（１）言行一致訓練の目的 

 ある人がこれから行うことを言うことと実際にやったことの関係や、実際に行ったことを後で言葉に

することの関係を、「言語行動と非言語行動の一致(correspondence between verbal and nonverbal 

behavior)」という。また、期待される言語行動と非言語行動の関係を訓練することで、非言語行動に変

化をもたらす訓練を言行一致訓練と言う。 

 言行一致訓練の一般的な目標は、言語行動と非言語行動の一致を直接強化することによって、非言語

行動を形成したり、既存の言語行動を増やしたり、問題となる言語行動を減らしたりすることにある。 

（２）言行一致訓練の種類 

 Paniagua(2002)は言行一致訓練を、①報告－行動一致強化法(以下、do-say 型言行一致訓練という。）、

②行動－報告一致強化法（以下、say-do 型言行一致訓練）という。③報告時強化予告法、④中間行動即

時強化法、⑤中間行動時強化予告法の５種に分類している。 

 表Ⅰ－１－１に、これらの言行一致訓練の内容について整理した。 

 これらの言行一致訓練は、非行少年や注意欠陥・多動障害と診断された子供達、行為障害と指弾された子

供達、発達障害と診断された子供達などへの多くの臨床場面で適用されており、多くの成果を上げている。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

*1 強化子とは、特定の行動を行った直後に与えられる刺激で、それによってその行動が増える場合に使

われる。強化刺激ともいう。強化の概念については、山本(1997)や Paul ら(1992)をご参照頂きたい。 
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表Ⅰ－１－１．言行一致訓練の種類 

No 種類 内容 

1 do-say型言行一致訓練 対象者の過去の行動が、それについての報告と一致した時に強化する方

法。 

2 say-do型言行一致訓練 対象者が将来の行動について報告（約束）し、他者が対応する非言語行

動を査定し、報告（約束）と行動が一致している時に強化する方法。 

3 報告時強化予告法 対象者が将来の行動について報告（約束）した直後に、強化子（ご褒美）

を見せ、対応する非言語行動ができた後で強化する方法。 

4 中間行動即時強化法 対象者が将来の行動について報告（約束）し、対応する非言語行動を行

う前に、その非言語行動につながる準備（中間行動）を行った時に、中

間行動に対して強化する方法。 

5 中間行動時強化予告法 対象者の将来の行動についての報告（約束）とそれに対応する中間行動

が一致しており、「報告－中間行動－行動」の連鎖の中で報告と非言語

行動が一致している場合に、中間行動遂行時に提示した強化子（ご褒美）

によって、強化する方法。 

 

（３）言行一致行動の長所と短所 

 Paniagua(2002)によれば、これらの言行一致訓練の臨床的応用の結果、その長所として次のような点

が挙げられている。 

 その一つは、言行一致訓練では、問題とされた行動を減らすだけでなく、望ましい社会的行動が増え

るようプログラムされていることである。また、言行一致訓練では、言語行動が非言語行動のセルフコ

ントロールの重要な先行事象として確立されることも、長所の一つとされている。さらに、何らかの理

由で支援者が行動的介入を実施できない際にも、導入できる可能性があることも一つの長所として挙げ

られている。 

 これらの長所がある一方で、次のような３つの限界も示されている。 

 まず、言行一致訓練は、ある程度の訓練期間を要するため、緊急にコントロールする必要がある行動

（他傷、破壊、自傷等）を改善することには適さない。また、言行一致訓練を実施するには対象者にあ

る程度の言語行動を表出したり受容したりする能力が備わっていなければならない。さらに、言行一致

訓練では、言語行動と非言語行動の一致を正確に記録しなければならないため、標的となる非言語行動

の正確な定義と測定が必要となる。 

 このような言行一致訓練による成果は、個々の発達を考えた場合には、セルフマネージメントの基礎

となるスキルであり、これらの訓練方法を職業リハビリテーションの現場に適用することで、職場で必

要となるセルフマネージメント・スキルの獲得を促進することが可能となると考えられる。 
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第２節 セルフマネージメント・スキルの発展 

１．職場で期待されるセルフマネージメント・スキル 

（１）ヒトの発達 

 応用行動分析の立場に立って、ヒトの社会的な行動の「心理的発達」を行動の先行条件との関係を中

心に考えると、多くの行動の発達を次のような段階の積み重ねと捉えることができる。 

 

①他者からの指示や指導、助言等により行動の遂行が可能となる段階。 

②環境の中の選択肢から、自分の行うことを選び、それによって行動遂行が可能な段階。 

③自分の生活環境に適した選択肢や計画を創り、それに基づいた行動遂行が可能な段階。 

④自分の環境だけでなく他者の環境にも配慮し、互いに協議しながら、それぞれの役割等について計

画し、それに基づいた行動遂行が可能な段階。 

 

 個人はまず、①他者から提示されたものを基盤に行動し、次に、②環境にある手がかりを用いて行動

することを学習する。さらに、③環境の中に自発的に手がかりを創り出すことで自律的な行動をとるよ

うになり、最後には、④様々な他者との関わりの中で、互いの立場を話し合ったり考えたりしながら、

相互理解を深め一つ一つの行動を決定するようになる。しかし、これらの「心理的発達」に関係する環

境要因には、個人の身体的発達の状況や身体的・知的・精神的障害の状況、様々な物理的環境条件、家

族等の家庭内の相互関係、教育者や指導者、その他の人達と個人の相互関係などがあり、それぞれが複

雑に絡み合い影響し合っていると考えられる。 

 

（２）作業能力の発達 

 さて、このような「心理的発達」の４段階をもとに、作業場面における言行一致行動の発達を考えて

みよう。 

 作業場面では、まず①の基礎的な段階の中で言行

一致行動として発達する。この時、用いられる言行

一致行動、「約束」の行動連鎖であるsay-do型（言

ったことを行う）の行動と、「報告」の行動連鎖で

あるdo-say型（行ったことを伝える）の行動を合わ

せた型＝say-do-say型の行動連鎖が求められる。 

 この関係性を図Ⅰ－１－１に図示した。 

 

 図Ⅰ－１－１．作業における言行一致行動 

a) 

作業内容時間

目標の決定 

(say) 

b) 

作業遂行 

 

(do) 

c) 

作業後の自己

評価 

(say) 
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 作業能力として職場で求められる行動は、「自分の言ったことを行い、行ったことを正確に自己評価

し報告する」という say-do-say 型の言行一致行動が全ての行動の基礎となると考えられる。この言行一

致行動の一連の流れの中で、作業遂行の過程が複雑になったり要求される正確さの度合いが強くなるに

従って、より高度な確認行動や作業遂行能力が求められることになる。 

 一定の作業遂行能力と正確性が維持できる段階になると、次は、ある程度の自由度と責任が求められ

るようになる。つまり、②一定の時間内に行うべき作業内容のメニューが示され、その中から作業を選

び行うことが許されると共に、自分の行った結果を記録し正確に報告することが求められる。 

 メニューから選択した作業を、ある程度期待された結果を伴って行うことができるようになると、今

度は、例えば③一日の作業の内容を自由に計画して行うことが許されるようになる。しかし、この段階

では、一日に行うべき作業の量を正確に予測し計画的に行い、記録・報告することも求められる。 

 最終的な段階は、さらに複雑である。最後には、④一緒に作業を行う者と互いの状況を正確に伝えあ

い、全体的な状況も鑑みながら作業を計画し、一定の水準を維持しながら遂行・記録・報告することが

義務づけられるのである。 

 これらの段階は、常にその直前の段階での十分な能力の発達を前提としている。そのため、次の段階

へ発達する際には、常にそれまでの段階で「必要となる行動」も求められる。 

 

（３）職位の上昇と職務能力の発達 

 職場には多くの職務が存在しており、その職務は個々の作業によって構成されている。職業に就いて

いる全ての人は、何らかの方法で自分の作業能力や職務能力を管理しながら（されながら）、一人一人

の能力を発揮している。職務内容によって、自分で管理する部分と他者に管理される部分とは異なって

くるが、一般に職位が上がるに従い、より高度なセルフマネージメント能力や他者をマネージメントす

る能力が要求される。 

 徳丸(1992)は、企業における管理能力の開発評価のあり方を事例を挙げて論じている。その中で、マ

ネジメントに期待される行動特性やその考え方、評価方法等を紹介すると共に、幾つかの会社における

マネジメント・アセスメントの実例を紹介している。この実例のうち、Ａ株式会社の職位の定義を表Ⅰ

－１－２に示した。 
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表Ⅰ－１－２．Ａ株式会社における職位の資格基準 

職位 資格基準 

参与１級 

（経営補佐） 

会社の経営戦略・経営方針の決定に関与し、長期・短期的課題を的確に解決

しうるもの。 

参与２級 

（統括管理） 

会社の経営戦略・経営方針へ参画するとともに、直面する経営の諸問題に的

確に対処しうるもの。 

参事 

（上級管理・高度専門） 

行動名専門知識と長期的視野に立ち、組織の重要な問題を発見し、解決のた

めに組織を有機的に活用し、具体的施策の展開を中心的に遂行しうるもの。 

主幹 

（管理専門） 

優れた専門知識を持ち、担当分野に関する社会経済・技術動向を見定め、組

織目標の遂行をなしうるもの。 

主査 

（指導監督） 

担当分野に関する優れた理論的・実務的知識を基盤として自ら問題を発見解

決すると共に、自主的に関連部門との折衝調整を図り、実務を統括しうる段

階に達したと認められるもの。 

主事 

（判断指導） 

 理論的知識と豊富な実務経験を基盤として、実務処理能力に卓越し、職務の

範として自ら実践するにとどまらず、後進の指導育成を行いうる能力段階に

達したと認められるもの。 

社員１級 

（判断業務） 

上級者の要点指示のもとに、都度例外事項への対応策を体系的・経験的判断

に基づき立案し、実践する業務を単独でも完全に遂行できるもの。 

社員２級 

（判断業務） 

上級者の一般的指示監督のもとに、対象によって基準、要領等が異なり、諸

簡連要因が複雑で体系的・経済的判断処理を要する業務を単独でも標準的に

遂行できるもの。 

社員３級 

（判断定型） 

上級者の一般的指示監督のもとに、基準等で処理の概要は定められているが、

条件判断・経験判断等複雑な部分がある定型的な作業を単独でも標準的に遂

行できるもの。 

社員４級 

（日常定型） 

上級者の具体的指示監督のもとに、基準等が定まり、特に困難を伴わない選

択的または日常定型的な作業を単独でも標準的に遂行できるもの。 

社員５級 

（単純反復） 

上級者の具体的指示監督のもとに、単純反復的な作業を単独でも標準的に遂

行できるもの。 

 

 この表は、組織内のキャリアアップの段階を各職位の資格基準として現した例である。複雑な職務体

系の中で、多様な年齢層や能力・特徴を有する職員が有機的に個々の職務を果たし、一定の成果を上げ

る場が会社組織であると考えられる。このような会社組織の中で、各個人はその発達や学習、経験のレ

ベルに応じて、職位を与えられ、その職位における最大限の能力の発揮が求められる。 

 これを、セルフマネージメント・スキルの発達という観点から検討すると、社員５級の段階は、先の

心理的発達の①に、社員４級は概ね②に、社員１－３級は③に、主査－主事クラスは④に相当すると考

えることができる。つまり、職位が低いほど、職務における自立／自律度が低く、他者による指導・監

督が増加する。また、職位が高くなるほど、単に自立／自律的な態度だけでなく他者や他部署・社会情

勢等に関する配慮や認識、判断が求められるように構成されている。 
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（４）職場でのセルフマネージメントと機能分析 

 職務や職位によって違いはあるにしても、職場で働く場合には全ての人が、何らかのセルフマネージ

メント能力を発揮している。 

 ある組織の中での働く人を例に考えると、組織の中で求められるセルフマネージメント能力は、「そ

の組織の中で、a)その時々に自分に求められる役割を理解し、b)その役割をこなすため必要な準備を行

い、c)役割を実行し、d)その結果を確認し、e)それを組織体へフィードバックする」という、一連の行

動であると考えられる。 

 この行動を、応用行動分析の分析手法である「機能分析」で整理すると、図Ⅰ－１－２のように現す

ことができる。 この機能分析は全ての職場で働く人に関する一般的な機能分析であるが、職位や職務

によって a～e の各要素に含まれる事象や行動は異なっている。 

 

図Ⅰ－１－２．職場でのセルフマネージメント行動の機能分析 

 

a)その時々に自分に求められる役割 

b)役割遂行の為に必要な準備をする 
c)役割を 

  実行する

先行条件(きっかけ) →   行動   → 後続条件（結果） 

d)実行結果を自分で確認する 

e)組織体へフィードバック 

 

 例えば、表２の社員５級に該当する職員を考えると、その職員は a)その時に実施する役割を上位の者

から指示を受け、b)指示内容に沿って作業できるよう準備をし、c)監督のもと作業を反復し、d)作業結

果を記録し、e)上位の者に終了報告を行うことが求められる。また、社員４級に該当する職員の場合に

は、a)の内容が、日常定型業務のうち、優先順位を鑑み実施する作業を選択した後、b～e を行うであろ

うし、主査に至っては、a)自分が解決すべき問題を部下や周囲の状況から判断し、b)他部署との調整を

図った上で、c)解決に向かって職務を遂行し、d)その結果の正否を自分で判断し、e)その成果を上司・

部下・他部署等へ還元する、といったセルフマネージメント行動を行うことが求められるであろう。 

 島宗(2000)は、組織におけるパフォーマンスマネージメントを論じる中で、個々人が効果的なセルフ

マネージメントを行うためには、具体的な目標の設定と結果の数値化が効果的なセルフマネージメント

のポイントであるとして紹介している。これは、個々のセルフマネージメント行動が、社会的に有効で

あったと認められるためには、他者からも適正に判断できる基準が必要となることを示唆している。つ

まり、セルフマネージメントは個人内だけで完結するものではなく、最終的には他者への、あるいは他

者からのフィードバック等が必要となる社会的な行動の一つであるということを示唆している。 

 個々人が、どのようなセルフマネージメントを求められるのか、また、個々の構成要素に含まれる行
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動連鎖の複雑さはどの程度のものなのかは、その職務によって異なるが、全てのセルフマネージメント

は何らかの形で、他者との関係性を持っている。どのような形で他者との関係性があるのかは、そのセ

ルフマネージメントがどのような段階にあるのかによって異なるが、職場で必要となるセルフマネージ

メント行動の基本的な構造は図Ⅰ－１－２のようなものと考えられる。 

 

２．職業生活の確立と維持の視点から見たセルフマネージメント 

（１）職業生活の維持に必要なセルフマネージメント行動 

 これまでは、職業生活の中でも職務や作業を遂行する上で、期待されるセルフマネージメント・スキ

ルについて検討してきた。しかし、職務や作業を遂行すると行った職業能力を安定的に発揮し、長期間

にわたって維持する為には、職務上のストレスへの効果的な対処や疲労に見合った休養・休憩の取得等

の職業生活を支えるもう一方の側面についても検討する必要がある。特に、障害者の場合には、心身へ

のストレスや疲労は、様々な障害の存在を考慮すると当然健常者に比較してより大きいと考えられるた

め、この側面について十分に考慮することが必要である。 

 このような職業生活を支えるもう一方の側面を考慮すると、表Ⅰ－１－３のような行動が職業生活に

必要なセルフマネージメント行動であると考えることができる。 

 表Ⅰ－１－３における、「使用者の利益となる行動」とは、利益を生み出す生産的行動を、ある範囲

で自己管理に基づいて行い、その結果を自己確認し、さらに正確に伝達・報告する行動である。また、

「労働者の働く権利を守る行動」は、自分自身の労働力を維持するために、疲労やストレス・職務の遂

行状況等に見合った休憩・休養を取り、疲労やストレスからの回復を確認・報告する行動である。これ

らの行動は、図Ⅰ－１－３に示した[①→②→③]や[④→⑤→⑥]という言行一致の行動連鎖を基礎とす

るセルフマネージメント行動であると考えられる。 

 

表Ⅰ－１－３．職業生活に必要なセルフマネージメント行動 

職業生活に必要 

な行動の２側面 

使用者の利益となる行動 労働者の働く権利を守る行動 

評価・指導の 

対象となる行動 

自律的に作業を行う行動 疲労に見合った休憩を取る行動 

基礎となる 

言行一致行動  

①→②→③ ④→⑤→⑥ 
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① 

作業・職務*1

の内容や 

目標の決定 

 

 ② 

作業や

職務の 

遂行 

 ③ 

作業・職務

後の自己評

価と報告 

 ④ 

休憩内容

目標の 

決定 

 ⑤ 

休憩 

実行 

 ⑥ 

終了

確認

報告

 

 

 

 

 

図Ⅰ－１－３．職業生活に必要なセルフマネージメント行動の行動連鎖 

 

 例えば、ある時、「８時間の引っ越しの手伝いをしよう」と決めて、重労働を８時間行った場合に、

その後「よく頑張ったからサウナに行こう」と考え、自主的にサウナに行き疲れを癒した。また、ある

時「午前中はデスクワークだ」と決めて、伝票整理を半日行った。この時、「少し休もう」と考え自主

的に１５分の休憩を取った。これらの２つの例はいずれも、２つの行動を組み合わせた「セルフマネー

ジメント」行動である。これらの例は共に、作業や仕事の程度に合わせ、自分の労働力の再生産に必要

な休憩を自分で調整し取得しているのである。 

（２）職業生活の確立・維持に必要なセルフマネージメントの機能分析 

 図Ⅰ－１－３に示したような行動連鎖を機能分析すると、図Ⅰ－１－４のように表すことができる。

職場で働く人は、「その時々に自分に与えられた役割」があり「役割遂行のために必要な準備」が整っ

ていること（先行条件）を前提に、職場の中での役割つまり何らかの職務（仕事や作業の集まり）を行

う（行動）。そして、その役割行動の結果を「自分で確認」し、上司や同僚等の「組織体へ報告」する

（後続条件）。また、疲労やストレスへの対応という視点から見ると、働いた結果生じた、「疲労やス

トレスの状況を自己確認」し「休憩・休養の取得を計画」し（先行条件）、必要に応じて「休憩・休養」

し（行動）、「疲労やストレスの解消を確認」し（後続条件）、次の仕事に備えることになる。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

*1 注）ここでいう作業は、幾つかの行動の連鎖からなる生産的活動を指す。また、職務は、幾つかの作

業からなる生産的活動を指す。つまり、職務を遂行するということは、その中に含まれる複数の作業を

全て遂行することを意味している。 

↓

ｓａｙ１－ｄｏ１－ｓａｙ２ 言行一致行動（①→②→③は作業場面での統制）

ｓａｙ３－ｄｏ２－ｓａｙ４ 言行一致行動（④→⑤→⑥は休憩場面での統制）

「言行一致行動を基礎とした分析」
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a.その時々に自分に

求められる役割 

b.役割遂行の為に必

要な準備をする 

c)役割を 

 実行する 

先行条件(きっかけ) →   行動   →  後続条件（結果）

d.実行結果を自分で

確認する 

e.組織体へ 
フィードバック 

f.ストレスや疲労の

程度を自己確認 

g.休憩・休養等の 

取得を計画 

h.休憩・休養 

を実行する 

先行条件(きっかけ) →   行動   →   後続条件（結果）

i.ストレスや疲労の

解消程度を確認 

a'.その時々に自分

に求められる役割

b'.役割遂行の為に

必要な準備をする

図Ⅰ－１－４．職業生活を確立・維持するセルフマネージメント行動の機能分析 

 

 このように考えると、職業生活の確立・維持を考える場合には、図Ⅰ－１－２に示した、職場で必要

な作業や職務に関するセルフマネージメント行動だけでなく、さらに後続条件に関する視点も取り入れ

た２重構造を持つセルフマネージメントの形態を考える必要があることが分かる。つまり、作業や職務

遂行のためのセルフマネージメントに疲労やストレスを解消するためのセルフマネージメントが必要と

なるのである。 

 このような機能分析は、基本的には自己内で完結した２つの強化随伴性から成立している。この２つ

の強化随伴性は、話し手である自分と聞き手である自分との自己内コミュニケーションとしての相互作

用と考えることもできる。つまり、ヒトは職場で求められる役割やその準備をきっかけに職務という役

割行動を遂行し、その結果を自己へフィードバックする。このフィードバックは役割を行った自分への

聞き手としての行動であると共に、休憩・休養を取る自分への話し手としての機能を有している。さら

に、休憩・休養を実行し、その結果としての労働力の回復を確認した聞き手は、新たな役割行動を行う

ためのきっかけを、自分自身に与える話し手としての機能を有している。 

 つまり、職業生活を確立・維持するセルフマネージメント行動は、自己内でのコミュニケーション行

動としての機能を有しているとも考えられる。 
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 このような視点に立つと、セルフマネージメントの発達は、自己を話し手・聞き手としたコミュニケ

ーションスキルの発達の過程と捉えることができる。つまり、コミュニケーション訓練で行われる、先

行条件（きっかけ）の提示の仕方や後続条件（結果）のフィードバックの仕方を参考に、自己内でのコ

ミュニケーションへと置き換えることで、訓練の構造を整理できる可能性が考えられるのである。 

 

（３）セルフマネージメント・トレーニング・マトリックス 

 刎田(1990)は「職業準備訓練におけるセルフマネージメント～言行一致からセルフマネージメントへ

～」で、これまでに示した考え方に基づきセルフマネージメント行動の形成を目的とした訓練を職業準

備訓練に取り入れ、その効果について検討すると共に、セルフマネージメント・トレーニング・マトリ

ックスを提案している。 

 この研究では、自分自身の能力を疲労しすぎる事なく毎日（毎月、あるいはそれ以上）継続的に行使

できること、つまり、毎日元気で一定以上の生産力を維持できる労働力であることが、安定した職業生

活を可能にする条件であると考えている。これを検討するため、この研究では職業準備訓練に、２つの

異なる訓練手続きを導入し,職業生活で必要となるセルフマネージメント・スキルの獲得の促進を図って

いる。それらのうちセルフモニタリング訓練では、安定した作業遂行能力（不良品を出さない、正確な

自己評価を行う）の形成を、セルフマネージメント訓練では、作業能力の向上・持続に積極的に取り組

む態度として、「自立的目標達成行動」の形成を目的とした。 

 この訓練では、職業準備訓練に参加した７名を対象者に行った。訓練は、準備訓練中期の８日間にわ

たって実施した。訓練には、表Ⅰ－１－４に示した５種類の作業と５種類の休憩を用いた。これらは訓

練段階に応じて訓練者が設定した。 

 

表Ⅰ－１－４．作業内容と休憩内容 

作業名 作業特性 作業内容 

a 上箱 座作業 商品券箱の上箱を折る。  

b 下箱 座作業 商品券箱の下箱を折る。 

c 組合せ 立ち作業 上箱と下箱を組合せる。  

d 結束 立ち作業 商品券箱を２５個ずつ結束する。  

e 梱包 立ち作業 結束済みの商品券箱を２組ずつ包装する。 

休憩名 休憩内容 

v 何もしない 特に何もせず、休憩時間を過ごす。  

w 自転車 健康自転車に乗り、体力増進に努める。  

x 体操 他の職員の邪魔にならない所で、体操する。 

y トイレ トイレに行く。  

z 後片づけ 終了した作業の後片づけをし、次の作業に備える。 

 

 訓練で用いた段階を表Ⅰ－１－５に示した。 
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表Ⅰ－１－５．設定された訓練段階 

訓練段階   作業種類 作業時間 作業目標 休憩内容 休憩時間 

A 1 種(a, b) 制限なし 基準値(5～20) Cor と相談 Cor が指示 

B 〃 〃 基準値(10～20) 3 種選択(v,w,x) 3 種選択(1,2,3min)

C 3 種選択（a,b,c） 3 選択(60 分以内) 3 選択(90-110%) 〃 〃 

D 〃 3 選択(90 分以内) 〃 〃 〃 

E 〃 〃 〃 5 種(v-z)をﾒﾆｭｰで選択 自己記述(～6min)

F 5 種(a-e)をﾒﾆｭｰで選択 自己記述(支援有) 自己記述(支援有) 〃 〃 

G 5 種を自己記述 〃 〃 自己記述(支援有) 〃 

H 〃 〃 〃 自己記述 〃 

I 完全自己記述 完全自己記述 完全自己記述 完全自己記述 完全自己記述 

 

 訓練段階の A 及び B はセルフモニタリング訓練である。セルフモニタリング訓練では、対象者は訓練

者からこれから行う作業について指示をうけ、１試行毎に作業への取り組みを宣言し、作業実施後、自

分でその結果を確認した。１回当たりの作業量は、段階的に設定し、徐々に多くの作業量を単独で実施

できるよう促した。この訓練では、本人の目標と自己評価及び作業結果の一致率を従属変数とし、２ブ

ロック連続で一致率が１００％である事を達成基準とした。訓練段階の C～I まではセルフマネージメン

ト訓練である。この訓練は、セルフモニタリング訓練で一定数をミスなく折れるようになった段階で行

った。この訓練では、対象者は作業実施前に、作業・作業時間・作業内容を作業メニューから自己選択

し、作業後、その結果を記録した上で、訓練者に報告した。また、自己選択による作業の実施が安定し

た段階で、作業内容を作業予定表に計画する、自己記述の手続きへ移行した。セルフマネージメント訓

練では、本人の目標と作業の結果との一致度（作業数／目標数）を従属変数とし、一致度が１以上の場

合を正反応（目標達成）とし、２回連続で１以上の場合を達成基準とした。さらに、対象者は、それぞ

れの訓練段階の終了時に訓練者への報告を行った後、訓練者は対象者に対し、続いて休憩を行うよう指

示するか、休憩時間・休憩内容について自己選択あるいは自己記述をさせ、適切な休憩を取得するよう

促した。訓練は同一の作業場面で行ったが、作業や休憩は各対象者の達成度に応じて異なる段階で行わ

れた。 

 これらの訓練の結果、最終的にセルフマネージメント訓練でのテスト場面で評価した対象者は３名で

あった。これらのテストの結果は、それぞれ段階の違いはあるものの、個々の訓練段階での「自立的目

標達成行動」の獲得を示すものであった。 

 対象者のうち、訓練の最終的な段階まで達した者は２名であった。また、その１段階前に達した対象

者は１名であった。これら３名のセルフマネージメント訓練の結果を見ると、訓練時に比較して３名と

もほぼ１に近い一致度を示した。また、作業能率もわずかではあるが上昇している。これらの結果は、

作業についての目標達成行動の安定を示すものであり、作業を積極的に行える力を獲得しつつあること

を示唆している。また、最終的な段階に至った３名は、自立的に先行環境の刺激統制を行い確実に目標
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を達成するという”自立的目標達成行動”を獲得しつつあることが伺われる。このことは、職業生活に

おいて「使用者の利益となる行動」へ近づく可能性を持っていることを示している。また、強化事態に

ついてもそれぞれ最大５分の休憩を、自発的に１時間に一回程度配置したことから、自分で疲労回復の

機会を調整している（労働者の働く権利を維持する行動）と考えることもできる。以上のように段階的

な手続きの導入によって対象者は「自分自身の職業生活を自立的に統制する行動」を獲得していったと

考えられている。 

 さらに、この研究では、段階的な訓練手続きの構造化を行うため、セルフマネージメント・トレーニ

ング・マトリックスを提案している。この訓練では先行条件と後続条件のそれぞれについて、say-do-say

型の言行一致訓練を応用している。この段階的に導入した各訓練を、「他者からの環境統制（他者の指

示・強化）」→「日常的な環境統制（行動・強化の選択）」→「自発的な環境統制（行動・強化の統制）」

という３段階にまとめ、先行条件と後続条件の組み合わせによる２次元マトリックスとして構造化し、

図Ⅰ－１－５のようにまとめている。 

 

強化の統制   段階ｃ 

強化の選択  段階ｂ  

他者からの強化 段階ａ   

後
続
条
件 

 他者の指示 行動の選択 行動の統制 

 先行条件 

図Ⅰ－１－５．セルフマネージメント行動の形成についてのマトリックス 

 

 訓練段階ａでは、作業について指導者に指示された行動を行い（他者の指示の段階）、指導者からほ

められたり許可された時間の中で休憩を取る（他者からの強化の段階）。訓練段階ｂでは、対象者は指

導者から示された作業メニューの中から作業内容や作業時間を選択し（行動の選択の段階）、休憩メニ

ューの中から休憩内容や休憩時間を選択する（強化の選択の段階）。訓練段階ｃでは、対象者は自分自

身の作業や休憩について、作業を行う前に自分で計画し実行する（行動の統制、強化の統制の段階）。 

 このようなセルフマネージメント・トレーニング・マトリックスに、表Ⅰ－１－５で示した訓練段階

を配置すると、図Ⅰ－１－６のようになる。セルフモニタリング手続きを用いた訓練段階ＡとＢは先行

条件が他者からの指示の段階、Ｂは後続条件に選択肢を提示していることから後続条件が強化の選択の

段階に該当する。また、訓練のＣ及びＤは作業も休憩も選択行動として設定されていることから、行動・

強化共に選択の段階となる。さらにＥやＦでは、設定条件が選択と自己記述の組み合されていることか

ら、行動・強化の選択と行動・強化の統制の過渡期となる。最後に、Ｈ，Ｉ，Ｊの段階は全て自己記述

による行動統制となっていることから、行動・強化の自己統制の段階となっている。 
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強化の統制   H,I 

強化の選択 B C,D  

他者からの強化 A   

後
続
条
件 

 他者の指示 行動の選択 行動の統制 

 先行条件 

図Ⅰ－１－６．設定した訓練段階とセルフマネージメント・トレーニング・マトリックス 

 これらを例として考えても、先行条件と後続条件の各段階は、任意に組み合わせられる可能性がある

こと（例：先行条件の刺激統制を自発的に行わせ、その行動を他者が連続強化する。）、また、このよ

うな段階的な訓練手続きは、発達障害児・者にとっては変化が大きく、スムーズな学習を妨げることも

考えられることから、例えばＥやＦのようにさらに変化の少ない訓練段階を持つマトリックスのあり方

も考えられる。 

 本研究では、このような先行研究等の結果をもとに検討を重ね、図Ⅰ－１－７のようなセルフマネー

ジメント・トレーニング・マトリックスを作成した。このマトリックスの横の項目は「先行条件（社会

の一員として他者に役立つ能力の育成レベル）」を、縦の項目は「後続条件（生活を支える休憩や余暇

を楽しむ能力の育成レベル）」を表している。このマトリックスは、先行条件と後続条件のそれぞれに

ついて、他者によって指示や強化を受ける初期の行動統制の段階から、他者との協議を基本にセルフマ

ネージメントを行う高度な行動統制の段階までを想定している。つまり、人がセルフマネージメント能

力を獲得する過程を、「他者からの指示や強化によって作業を学習・実施している段階」から、「選択

肢提示による作業や職務・休憩の実施する段階」へ、さらに「自発的に作業や職務・休憩を実施する段

階」へと移行し、最終的には、「他者との協議・調整によって職務や休憩を実施する段階」へと、発達

すると考えているのである。 

 図中の（１）～（４）の各段階における行動連鎖と訓練手続きの例を下に示した。 

協議による

統制 
   （４） 

自発的行動

による統制 
  （３）  

選択肢選択

による統制 
 （２）   

後続条件／ 

生活を支える

休憩や余暇を

楽しむ能力の

育成レベル 
他者の強化

による統制 
（１）    

他者の指示

による統制 

選択肢選択

による統制 

自発的行動

による統制 

協議による

統制 
 

先行条件／ 

 社会の一員として他者に役立つ能力の育成レベル 

図Ⅰ－１－７．セルフマネージメント・トレーニング・マトリックス 

E  F 
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＜具体的な訓練手続き例＞ 

 （１）の行動連鎖： 

 他者からの作業指示→作業遂行→他者による作業確認 

→他者からの休憩指示→休憩取得→他者からの休憩終了指示 

 先行条件：対象者は、他者からある行動について指示を受け、行動する。 

 後続条件：行動の結果によって、他者から強化（誉められる、叱られる等）を受ける。 

 （２）の行動連鎖： 

 作業の選択肢提示→選択→作業遂行→作業結果の自己確認→作業・職務終了報告 

→休憩に関する選択肢提示→選択→休憩取得→休憩結果の自己確認→休憩終了報告 

 先行条件：対象者は、課題（作業）の選択肢から自分で選択した課題を実行し、その結果を報告する。 

 後続条件：強化（賞罰・休憩・余暇等）の選択肢から自分で選択・強化を享受しその結果を報告する。 

 （３）の行動連鎖： 

 作業・職務の優先順位の自己判断→職務遂行準備→職務遂行→結果の自己確認→職務終了報告 

→必要な休憩の程度・内容を判断→休憩取得の準備→休憩取得→休憩結果の自己確認→休憩終了報告

 先行条件：仕事の順序や内容を自分で考え計画し、行動する。 

 後続条件：生活を支えたり楽しむために、休憩や余暇の過ごし方を自分で考え計画し、行動する。 

 （４）の行動連鎖 

職務や優先順位について他者と協議し判断→職務遂行準備→職務遂行 

                    →結果の自己確認→職務終了の報告と結果の共有 

→適当な休憩の程度・内容を他者と協議し判断→休憩取得の準備→休憩取得 

                    →休憩結果の自己確認→休憩終了の報告と結果の共有 

 先行条件：やるべきことについて他者と協議して、環境を調整・構築し、その中で行動する。 

 後続条件：日常生活や余暇について、他者と協議して環境を調整・構築し、その中で行動する。 
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第２章 セルフマネージメント・スキルの向上支援と職場定着サポート 

 本研究では、第１章で示したセルフマネージメント・トレーニング・マトリックスの考え方に基づき、

職業準備訓練におけるセルフマネージメント訓練の導入のあり方や、職業リハビリテーションサービス

の各段階への移行や般化の可能性、職場環境における指導・支援のあり方について検討を行った。 

 これらの結果は、セルフマネージメント訓練の系統的な実施が、職業リハビリテーションサービスで

有効であるだけでなく、今後の職業リハビリテーションサービスの基本的な考え方となる可能性も示唆

している。 

 そこで、第２章では、これらの検討結果から、セルフマネージメント・トレーニング・マトリックス

を念頭においた職業リハビリテーションサービスのあり方や、セルフマネージメントの支援をより効果

的にするための幾つかのポイントについて論じると共に、セルフマネージメント・トレーニング・マト

リックスのさらなる応用可能性について提案する。 

 

第１節 セルフマネージメント・スキルの向上にむけた支援 

１．職業準備訓練におけるセルフマネージメント訓練の試行 

（１）作業の課題分析 

 本研究では障害者職業総合センターと地域障害者職業センターの職業準備訓練において、セルフマネ

ージメント訓練を試行した（結果の詳細は第Ⅱ部で事例により報告した）。試行の最初の段階では、そ

れぞれの職業準備訓練で行っている作業課題について、作業手順や指導内容（指導対象となるスキル等）

について課題分析を行ったうえで、個々の作業課題にセルフマネージメント訓練を導入する際の手続き

等について、具体的な検討を行った。この検討の際のポイントは、次のように整理できる。 

①課題の特性を把握するため、作業の学習過程も含めた課題分析を行うこと。 

②個々の作業課題の指導目的に応じた改善点を整理すること。 

③セルフマネージメント訓練における、結果の把握方法（正確性の確認方法や作業量等の把握方法）

について検討すること。 

④セルフマネージメント・スキルの系統的な学習が可能となるよう作業段階を設けること。 

⑤作業指導における目的を、作業の遂行力の向上におくのではなく、作業時の個々人の自立性の向上

とすることについて、指導者の考え方を統一すること。 

 

 これらの、ポイントに配慮しつつ作業の課題分析を十分に行うことは、セルフマネージメント訓練の

導入の最初の段階で不可欠な手続きである。特に、①～④の点については、課題分析の対象や分析手法

の整理をさらに行い、職業評価や職業準備訓練、職場定着支援等の様々な職業リハビリテーションの場

面で、支援者が使いやすいものとなるよう研究を重ねる必要がある。また、⑤については、職業準備訓
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練の各段階毎に詳細な検討と調整が必要であった。 

 

（２）小集団指導と個別指導・セルフマネージメント訓練の融合 

 職業準備訓練や職域開発援助事業は、職場という集団の中で個々の問題を整理し、その解決に向けて

指導・支援を行う事業である。これらの職業リハビリテーションサービスでは、対象者の個別性を重視

し、個別指導を中心に職場環境への適応を図る指導計画を立て、実際の指導を行うことが一般的となっ

てきている。第Ⅱ部の各章で紹介する事例においても、個々のニーズに応じた個別指導を行っている。 

 一方で、職業準備訓練等の模擬的な職場での指導では、小集団での指導がもたらす訓練効果について

重視しており、個別指導と小集団指導を有機的に結びつける必要性が生じている。 

 職業準備訓練における小集団指導の重要性について、整理すると次のようなものが考えられる。 

①対象者がそれぞれの行動を模範にし、作業方法や作業能率の改善を図ることができる。 

②一定の作業指導における、個々の作業学習能力を把握することができる。 

③職務内容を振り分けることで、個々人の能力に応じた作業を提供することができる。 

④共同作業を一緒に行うことで、集団の力や職場の仲間としての意識を培うことができる。 

 

 逆に、これらは次のような小集団指導の限界や欠点としても機能しうる。 

①対象者によって異なる見本となるため一貫性に欠けたり、他者との比較の中でモチベーションを損

なう恐れがある。 

②個々の学習能力に応じた指導方法をとりにくい。 

③対象者によって、与えられる作業学習の機会に差ができる。 

④共同作業中は、対象者毎の作業遂行を把握できず個々の作業学習の進捗状況を把握しにくい。 

 

 このような個別指導と小集団指導の間の矛盾を、セルフマネージメント訓練を実施することで次のよ

うに改善し、小集団の中での個別指導を実現することができると考えた。 

①対象者はそれぞれの行動や自分の作業経験を参考にし、作業方法等の改善できるだけでなく、個々

に応じた段階が設定されていることや自分の目標が明確であることから、モチベーションを維持しや

すい。 

②各段階における指導により、個々のセルフマネージメント・レベルを把握できるだけでなく、対象

者に応じた段階を設定することで個々の学習能力に応じた指導方法を選択できる。 

③基本的には、セルフマネージメント訓練を導入した作業については、多くの対象者に個々に応じた

段階から作業学習の機会を保証できる。また、セルフモニタリング訓練等では、作業能率の向上は重

視されないため、作業能率にかかわらず作業学習に取り組むことができる。 

④セルフマネージメント訓練の後期では、単位時間あたりの作業量等を作業指標とするなど、個々の

作業目標を共同作業の中で設定できるため、個々の作業学習の進捗状況を把握することができる。 
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 セルフマネージメント訓練は個々の能力に応じた段階を設定して行うものであり、基本的には個別指

導を前提としているが、同じ作業を一定のグループに提供することで、小集団での作業実施においても

同様の訓練効果が期待できる。セルフマネージメント訓練を柔軟に取り入れ、小集団指導のメリットも

活かしつつ個別指導を行うという方法は、効果的な職業準備訓練のあり方を検討する上で重要な知見を

示している。 

 

（３）セルフマネージメント訓練と予測性 

 職業準備訓練へのセルフマネージメント訓練の実施は、小集団での指導における個別化を図るだけで

なく、その進捗状況から職業リハビリテーションの結果についての予測性を高めることにもつながると

考えた。 

 第Ⅱ部第２章では、セルフマネージメント訓練を地域障害者職業センターの職業準備訓練で試行し、

各訓練の結果と帰趨状況を比較する中で、セルフマネージメント訓練の結果による予測性について検討

した。その結果、セルフマネージメント訓練の結果のみでは、雇用に至るか否かを正確に予測すること

はできないものの、雇用に至るための一つの重要な必要条件と考えられることが示唆された。また、そ

の他の要因としては、対象者のコミュニケーションスキルや支援体制、雇用失業情勢等との関連も見ら

れた。 

 セルフマネージメント能力は、全ての労働者に個々の職務内容に応じて一定のレベルの能力の発揮が

求められる。このことから考えると、セルフマネージメント能力の向上に主眼をおいた訓練は、雇用に

向けた職業リハビリテーションの結果に対する予測性の一部を担うことは当然であろう。しかし、系統

的なセルフマネージメント訓練の結果から個々の対象者の帰趨等に関する的確に予測するためには、そ

の他の要件についても十分に検討することが必要である 

 

２．セルフマネージメント・トレーニング・マトリックスの展開可能性 

（１）作業におけるセルフマネージメント訓練の段階的導入 

 作業場面では、比較的指導手続きの整理や作業の難易度や指導方法を段階的に設定しやすい。そのた

め、セルフマネージメント・トレーニング・マトリックスの視点に立った指導方法を導入しやすく、ま

た、セルフマネージメント訓練の中でその他の問題行動等へアプローチできるような個別指導を計画で

きることを、第Ⅱ部の事例の中で示した。 

 しかし、個別指導の導入に際しては、問題となる行動の機能分析や指導方法等について、作業におけ

る指導と合わせて計画することが必要となる。 

 つまり、作業において個別指導を含めたセルフマネージメント訓練を行うには次のような手順による

導入の仕方が必要となる。 

①導入前の作業課題の分析と段階設定 

②作業指導時に個々の状況に合わせた作業段階の微調整 
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③個別指導が必要な場合の問題行動の機能分析と指導方法の検討 

④作業指導と個別指導の平行実施 

 

 このような手順を考えると、作業指導における段階の設定や微調整は、作業指導開始時から計画的に

行える。しかし、個別指導部分については指導結果を見ながら、微調整を行いつつ実際の指導にあたる

ことが多い。このような個々のニーズに合わせた指導計画を立てるためには、柔軟な計画の変更、微調

整をスムーズに行える能力が指導者に求められる。 

 このような計画立案・変更を支援するものとして、問題となる行動と指導・支援の具体的方法の関連

性をリスト化したもの等が有効であると考えられる。支援者の個別指導計画の立案に役立つ「課題－指

導方法リスト」の作成には、個別指導計画とその実施結果に関する多くの知見や、それらを集積し指導

方法の段階的整理を行うことが必要であろう。このような取り組みについても今後の研究課題の一つで

あると考えられる。 

 

（２）職業生活全般に対するセルフマネージメント・トレーニング・マトリックスの展開 

 職業生活全般における指導・支援の中でセルフマネージメント・トレーニング・マトリックスの活用

を、学習する行動によって次のように分類することができる。 

（ア）アカデミックスキルの獲得 

 計数、計算等の数処理や日時の概念、文字や単語の読み書き等のいわゆる勉強は、セルフマネージ

メント・トレーニング・マトリックスを応用しやすい課題である。これらの課題は結果（答え）が明

確で自己確認を行わせやすく、反復練習できる課題とすることで自己学習ができる教材となる。実際

に、様々な書籍や教材の中でこのような工夫がなされており、宿題や家庭内での自己学習に活用され

ている。また、幾つかの研究の中で、このようなアカデミックスキルの獲得にセルフマネージメント

の方略を導入し成果を上げている。 

 一方、学習能力に障害がある場合は、すぐに自己学習の段階に至ることができず、セルフマネージ

メント・トレーニング・マトリックスの最初の段階、他者の指示／他者の強化による行動の段階で十

分な指導を行うことが必要となることも多い。 

 しかし、アカデミックスキルの学習場面で、指導者がセルフマネージメント・トレーニング・マト

リックスを意識した学習段階を用いることは、自己学習の可能性を高めるだけでなく、行動のセルフ

マネージメント・スキルの基礎力の向上にもつながる重要なステップとも考えられる。 

 学校等の教育現場で、セルフマネージメント・トレーニング・マトリックスを活用することは、そ

の後の生活における自立／自律性を高めるためにも、有意義なものと言えるのではないだろうか。 

 

（イ）日常生活場面におけるセルフマネージメント・トレーニングの必要性 

 日常生活場面におけるセルフマネージメント・トレーニング・マトリックスの活用は、生活や自己
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の諸能力を維持するためにセルフマネージメント・スキルの発揮を促すものである。 

 個々の生活の維持という視点から見ると、食生活や服薬、入浴や整容、清掃等の衛生面への配慮等

の生活習慣のセルフマネージメント・スキルの必要性が考えられる。これら管理は、家族によって支

援されているケースが多いが、長期的に考えるとこのような生活習慣に対してセルフマネージメン

ト・トレーニング・マトリックスを活用することは重要である。また、他者との約束や日々の予定の

管理、生活に必要な経費の管理等は、職業生活を視野に入れるとその重要性が増してくる。一般に、

社会人には、スケジュールや金銭の自己管理能力は当然のこととされており、これらの能力について

は障害の有無にかかわらず期待されるものである。一般的なこれらの行動のセルフマネージメントに

は、システム手帳や携帯電話等が広く活用されており、これらの適用が障害者のセルフマネージメン

ト能力の向上にも役立つものと考えられる。ただし、このような機器等の活用には、ある程度の指導

や支援が必要な場合も多く、一つの研究課題であると考えられる。 

 さらに、日々の生活の中で、生活の質を向上させるためのセルフマネージメント・スキルについて

考える。生活の質の向上を余暇や何らかの楽しみ等の充実と捉えると、これらは個々人にとっての強

化事態である。強化事態のセルフマネージメントとは、例えば、カラオケでの曲選びや映画の選択、

温泉地への行楽の計画等の際に発揮されるスキルである。このスキルについてセルフマネージメン

ト・トレーニング・マトリックスの項目にそって段階を考えると、例えばカラオケでの曲選びでは、

隣人の助けを借りつつ歌う段階から、自分の好みの曲をリストの中から選択する段階へ、次に自ら十

八番の曲を積極的に入力する段階、さらに隣人との曲数と残り時間を意識しながらカラオケを楽しむ

段階へと移行する。 

 このように日常の余暇等の場面においても、セルフマネージメント・スキルの発揮の機会は多く、

またこのような機会では結果が強化事態そのものであることから、セルフマネージメント行動も強化

されやすい。つまりこのような場面で発揮されたセルフマネージメント・スキルは、他の場面よりも

学習・維持されるものと考えられる。 

 生活の質の向上のもう一つの側面として、疲労やストレスのセルフマネージメントと捉え考えるこ

ともできる。日々の職業生活を安定したものとするためには、仕事に伴う疲労やストレスを、上手に

解消し自らの職業能力の維持を図る必要がある。そのためには、必要な休憩をとることが重要になる。

しかし、職場の中で不適切な疲労やストレスへの対処行動をとると（例：勤務中の居眠りなど）、他

者から避難されるだけでなく、大きな危険を伴うことも考えられる。そのため、職場内で十分な疲労

やストレスへのセルフマネージメント・スキルを発揮できるよう、セルフマネージメント・トレーニ

ング・マトリックスに基づく系統だった指導・支援が望まれる。このような指導・支援のあり方につ

いては、今後の大きな研究課題の一つである。 

 

 これら日常生活における指導を行う場合には、セルフマネージメント・スキルに関する個々の学習

能力と、その学習にかかるコスト等を検討する必要がある。日常生活におけるセルフマネージメント・
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スキルの発揮は、障害者の自己決定権の確立と密接に関係する重要な課題であり、このようなセルフ

マネージメント・スキルについては十分な学習の機会が保証されるべきである。しかし、この学習の

過程で本人が不利益を被る事態は避けなければならない。このような観点から考えても、日常生活に

おけるセルフマネージメント・スキルの発揮は、常に人的支援のあり方と合わせて検討されるべきで

あろう。日常生活における支援では、個々の障害者の生活の質を維持するために、人的支援が活用で

きることを保証する一方で、日常生活場面を常に自己決定権を行使できる機会として位置づけ、セル

フマネージメント・スキルの学習を促す機会として活用する姿勢が、指導者・支援者に求められるの

ではないだろうか。 

 

（３）セルフマネージメント訓練の展開可能性 

 表Ⅰ－２－１に、職業リハビリテーションサービスをセルフマネージメント・スキルの向上の過程と

見た場合に、各段階で必要とされる行動と、それらを学習するために実施可能なセルフマネージメント

訓練について例示した。表Ⅰ－２－１では訓練の段階をセルフマネージメント・トレーニング・マトリ

ックスの４つの段階を、それぞれ各２段階、つまり計８段階に分け検討を行った。 

（ア）他者の指示による行動の段階での指導・支援方法 

 まず最初は、他者からある一つの行動について指示があり、それにそった行動を求められる段階で

ある。この段階では、対象者は、指示された内容と対象者が行う行動の一致が求められるとともに、

行動の結果を正確に報告することも必要となる。この段階での指導として、言行一致訓練が挙げられ

る。また、このような指導の中で正しい言行一致について他者からの強化により言行一致行動の学習

を行った次の段階では、行動結果と指示内容を自分で確認し、正しく報告することが求められる。こ

のような訓練の一つとして、確認行動の形成訓練や行動の報告訓練が考えられる。 

 次の段階は、他者から一連の行動の指示を受け、それにそった行動をする段階である。この段階で

は一連の行動において正確に遂行することが求められるだけでなく、その結果を自己確認し報告する

ことが求められる。この段階での指導として、シェイピングやチェイニングといった行動形成の技法

を用いた行動連鎖の形成訓練や、行動の結果を自己確認しそれをある程度の時間や量まで繰り返すセ

ルフモニタリング訓練等が考えられる。 

 これらの訓練を後続条件の操作に関する指導に置き換えると、指示された休憩内容にそって休憩す

る行動への指導や、休憩の結果どの程度疲労が解消されたかを確認する行動の訓練などのように考え

ることができる。 

（イ）選択肢選択による行動の段階での指導・支援方法                               

 第３の段階は、個々の選択能力に応じて支持者から与えられた選択肢から行動を選択して実行する

段階である。この段階では、提示された選択肢にある行動を選択し、正確にその行動を遂行すること

と、その遂行結果を記録し報告することが求められる。これらの行動を確立するためには、選択行動

の形成訓練や遂行結果の記録行動の形成訓練が求められる。この段階では、指導者は選択肢を提示す
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る場面と行動結果の報告を受ける場面で対象者に関わることとなるため、個々の行動遂行を指導する

ことは基本的には行われない。そのため、個々の行動遂行については、（ア）の段階で十分に確立し

ておくことが望ましい。 

 第４の段階は、既に用意されていた選択可能な選択肢から行動を選択し実行する段階である。この

段階では、既存の選択肢に対し自発的に選択し行動を遂行することと、その結果を自発的に記録し報

告することが求められる。これらの行動を確立するためには、自発的な選択行動の形成訓練や自発的

な記録・報告行動の形成訓練が必要である。 

 また、これら段階には、選択の段階で、一単位の行動または行動連鎖を選択するものと複数単位の

行動または行動連鎖を選択するものという（ア）で示したような段階も内包されており、さらに精緻

な段階設定を行うことも可能である。 

 これらの訓練を後続条件の操作に関する指導に置き換えると、与えられたり既に示された強化事態

の選択肢から、休憩する行動を選択する指導や、選択した強化事態によってどの程度疲労が解消され

たかを弁別、疲労解消の程度を報告する行動の訓練などが考えられる。 

（ウ）自己の統制による行動の段階での指導・支援方法 

 第５の段階は、自分で適切な選択肢を産出した後、行動を選択、実行する段階である。この段階で

は、選択することが不適切な選択肢を含む多くの既存の選択肢や周囲の状況等から、自分で適切な選

択肢をリスト化した上で、そのリストに基づき行動を選択・遂行し、さらにその結果を記録・報告す

ることが求められる。これらの行動を確立するためには、周囲の状況や選択肢の適・不適の弁別等の

状況の分析行動を形成する訓練や、選択肢の産出しリスト化すること、さらには状況に応じて選択肢

を変更する、選択肢の算出・変更の訓練などが必要となる。 

 第６の段階は、自らの行動計画に基づき、自分の行動を自発的に統制する段階である。この段階で

は、一定単位（時間や量）の行動計画を作成し、その計画にそって行動することと、その結果につい

て記録し報告することが求められる。これらの行動を確立するためには、現在の状況を分析するだけ

でなく、それまでの結果の蓄積から行動結果を予測する行動結果の予測の形成訓練やそれらの予測に

基づく適切な行動計画や目標を設定する行動計画の作成訓練などが考えられる。 

 これらの訓練を後続条件の操作に関する指導に置き換えると、現状の個々人のおかれた状況から実

行可能な休憩や余暇の選択肢を作ったり、過去の休憩の経験から、十分な疲労・ストレスの解消が図

られる休憩や余暇を自分で計画し実行する訓練などが考えられる。 

（エ）他者との協議による行動の段階での指導・支援方法 

 第７の段階は、協議対象者１名と協議し、行動計画を作成し、その計画に基づき行動を統制する段

階である。この段階では、自分や関係する他者の状況を理解・分析した上で、協議対象者に自己の状

況や考えを正確に伝達し、その協議の結果決定した役割分担と計画に基づき、行動を遂行し、結果を

記録・報告することが求められる。このような行動を確立するためには、協議対象者である他者や検

討対象であるその他の者と、本人の間で役割を交代し個々の状況に対する認識を深める役割交代の訓
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練や、的確に他者へ自己の状況をまとめ伝える自己状況の伝達訓練、また個々の役割や計画を作成す

る役割分担の作成等の訓練が考えられる。 

 第８の段階は、複数の他者との協議に基づき、自分自身の行動を自発的に統制する段階である。こ

の段階では、他者の立場や意見を尊重する民主的な手続きを理解した上で、行動計画や目標等に関し

て関係者と協議しながら計画を作成し、その計画に基づき個人としてだけでなくグループの成員とし

て行動を遂行し、その結果について記録・報告することが求められる。このような行動を確立するた

めには、論理的思考の構築訓練 倫理・社会的問題等に関する理解の形成が必要となるだけでなく、

個々の状況を勘案した上で、合理的な判断ができるよう論理的な思考の組み立て方を構築する訓練等

が必要となる。 

 これらの訓練を後続条件の操作に関する指導に置き換えると、現状の自分の疲労・ストレスの状況

を的確に上司に伝える訓練や、周囲の状況等を見ながら実行可能な休憩や余暇の取得について協議す

る指導、グループの成員の多数が楽しめる余暇について、複数の関係者と協議しながら計画し実行す

る機会での指導などが考えられる。 

 表Ⅰ－２－１に示した８つの段階は、必ずしも障害者への指導特有のものではない。しかし、我々の

社会ではこのようなセルフマネージメント・スキルの指導や支援を、必ずしも個々の状況に応じて段階

的に行ってはいない。むしろ、なにがしかの社会的役割として、相当のセルフマネージメント・スキル

の発揮が求められるようになった段階で、個々人が試行錯誤的に学習することが多いのではないだろう

か。 

 このような現状では、社会的要因や個々の能力の特性等から、学習能力に障害のある障害者の場合に

は、適切なセルフマネージメント・スキルを学習することは困難であると考えられる。表Ⅰ－２－１は

セルフマネージメント・スキルの向上を図るための指導・支援の例示でしかないが、このような段階が

設定されることで、このスキルに対する指導・支援が、より効率的・効果的に行えるのではないだろう

か。 
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表Ⅰ－２－１．職業リハビリテーションサービスにおけるセルフマネージメント指導・支援の例 

 行動のきっかけ 必要となる行動 指 導 方 法 

①他者からある行動

を指示 

指示内容と行動の一致 

結果の正確な報告 

言行一致訓練 

確認行動の形成訓練 

ア 

他者の

指示に

よる 

行動 

②他者から一連の行

動を指示 

正確な行動遂行 

結果の自己確認と報告 

行動連鎖の形成訓練 

ｾﾙﾌﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ訓練 

③与えられた選択肢 

から選択 

行動の選択と正確な遂行 

遂行と結果の記録と報告 

選択行動の形成訓練 

記録行動の形成訓練 

イ 

選択肢

選択に

よる 

行動 

④既にあった選択肢 

から選択 

自発的な行動選択と遂行 

自発的な記録と報告 

自発的選択行動の形成訓練 

自発的記録・報告行動の形成

⑤自分で選択肢を産

出し選択 

状況の弁別。選択肢の産出 

選択肢の変更等 

状況分析行動の形成 

選択肢の産出・変更訓練 

ウ 

自己の

統制に

よる 

行動 

⑥自分の行動を自発

的に統制 

一定単位の行動計画の作成 

と遂行、その記録と報告 

状況分析と予測の形成 

行動計画の作成訓練等 

⑦単一の他者との協

議に基づき行動を統

制 

他者の状況の分析と理解 

自己の状況の正確な伝達 

役割分担と行動の遂行 

役割交代訓練 

自己の状況の伝達訓練 

役割分担の作成等 

エ 

他者と

の協議

による

行動 ⑧他者との協議に基

づき、自分の行動を

自発的に統制 

民主的手続きの理解 

行動計画に関する他者との協議 

協議に基づく計画の作成、遂行、記録、

報告 

論理的思考の構築訓練 

倫理・社会的問題等に関する

理解の形成等 

 

 図Ⅰ－２－１は表Ⅰ－２－１に示した指導・支援の例とセルフマネージメント行動の機能分析との関

係について図示した。この図は職業生活を確立・維持するセルフマネージメント・トレーニング・マト

リックスの考え方を、職場で必要なセルフマネージメント行動の機能分析と合わせて概念的に示したも

のである。 

 図Ⅰ－２－１では、矢印以下に各段階での指導・支援を経てセルフマネージメント・スキルが発達し、

職業生活における個々に応じたセルフマネージメント行動へと繋がっていくことを表している。 
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＜職業生活を確立・維持するセルフマネージメント行動の機能分析＞ 

 

A.その時々に自分に

求められる役割 

b.役割遂行の為に必

要な準備をする 

c)役割を 

 実行する 

先行条件(きっかけ) →   行動   →  後続条件（結果）

d.実行結果を自己 
確認 

e.組織体へ 
フィードバック 

f.ストレスや疲労の

程度を自己確認 

g.休憩・休養等の 

取得を計画 

h.休憩・休養

を実行する

先行条件(きっかけ) →   行動   →   後続条件（結果）

i.ストレスや疲労の

解消程度を確認 

a'.その時々に自分

に求められる役割

b'.役割遂行の為に

必要な準備をする

 

 

先行条件(きっかけ) →     行動     →     後続条件（結果） 

  ④行動開始に関する                                ④行動結果に関する 

    他者との協議    ・他者の状況を把握し、協議・調整に基づき       他者との協議 

                           行動を開始し、他者との協議・調整により 

                           強化を調整し、維持されるレベルの行動 

 

     ③行動開始の自己統制   ・状況に沿って自発的に行動を開始し      ③行動結果の自己統制 

                              自発的に結果に見合った強化を調整 

                               し、維持されるレベルの行動 

 

        ②行動の選択肢選択    ・選択肢の中から選んで行動を      ②選択肢選択による強化 

                                  開始し、自ら選んだ強化で、 

                                   維持されるレベルの行動 

 

         ①他者からの指示    ・他者からの指示により     ①他者からの強化 

                                    開始し、他者からの 

                                     強化により維持され 

                                      るレベルの行動 

・倫理的・社会的問題

 等に関する理解 

・論理的思考 

・役割交代、分担作成

・自己状況の伝達 

・行動計画作成・変更

・状況予測行動形成 

・状況分析行動形成 

・行動記録整理・参照

・選択肢産出・変更 

・自発的選択・記録 

・選択・記録行動形成

・報告行動形成 

・ｾﾙﾌﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ訓練 

・行動連鎖形成 

・確認行動形成 

・言行一致訓練 
 

図Ⅰ－２－１.セルフマネージメント行動の機能分析と発達過程 
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第２節 セルフマネージメントへの支援をより効果的にするために 

１．個々の能力や環境に応じたセルフマネージメント・レベルの検討と目標設定 

 一般に私たちは、常に同じレベルのセルフマネージメント・スキルを使っているわけではない。例え

ば、職場内で管理職をこなし、社内では常に他者との調整と判断を行っている人でも、家庭内では自分

から積極的には判断や調整を行わず、妻の指示や支援に頼って生活をしていたりする。また、社内では

上司の指示に従って仕事をし全てを報告しなければならい新入社員であっても、家庭内では生活の全て

をセルフマネージメントし、家族や友人との関係を良好に保ちつつ積極的に余暇を充実させている者も

いる。 

 このように、一人一人が職場や家庭等で期待される役割と発揮すべきセルフマネージメント・スキル

のレベルは、その集団の中での役割や立場によって異なってくる。健常者の場合には、環境から求めら

れる役割や立場に応じて、その場に適したセルフマネージメント・スキルのレベルを調整し、環境に適

応していっている。しかし、セルフマネージメント・スキルの学習の機会や能力に制限されている障害

者の場合には、一定以上のセルフマネージメント・スキルを発揮することはどの環境においても難しく、

役割や立場によっては一定の支援が必要となると考えなければならない。 

 職業リハビリテーションサービスの一環として、障害者に対しセルフマネージメント・スキル向上の

支援を行う場合には、環境から求められるセルフマネージメント・スキルに配慮しつつ、個人が学習可

能なセルフマネージメント・スキルのレベルと環境が支援可能なセルフマネージメント・スキルのレベ

ルの両方を検討しながら、支援目標を定める必要がある。 

 

２．職場定着サポートにおけるケースマネージメント 

 石原・刎田(1998)によれば、職場定着サポートは、次のように定義される考え方である。 

 

『本人を取り巻く単一あるいは複合的な諸環境因により、職場で不適応行動が現れている、あるいは

現れる可能性のあるものに対し、それらの環境因を含めた相互作用についてその強化随伴性を分析し、

職場定着できるように生活あるいは職場等の環境を調整したり、本人の適応力の向上を図る指導を行

うこと』 

 

 また、職場定着サポートを実施する場合には、対象者個々人の職業生活の中で生じる様々な不適応行

動を、個人の問題に帰するのではなく環境との相互作用の中で把握し、個人と環境の双方に働きかける

ことが重要であると論じている。職業生活における環境を考えると、個々人の生活に関係する場は複雑

に絡み合っていて、職場や家庭、その他の支援機関との関係を無視することはできない。 

 このように考えると、適切な職場定着サポートを行うには、対象者を支える関係者・関係支援機関と

の協力関係が不可欠であり、支援の効率化を図るためにもケースマネージメントが重要となる。 
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 また、障害者の職業リハビリテーションサービスにおけるケースマネージメントでは、個々の対象者

に対する支援の内容やあり方について、支援の主体者であるサポートネットワークの成員が、その目的

や支援方法、結果の把握等の支援計画について、共通の理解をしていることが必要とされている。 

 

３．セルフマネージメント・スキルの向上をめざすケースマネージメント 

 有効なケースマネージメントを行う一つの重要な視点として、障害者本人によるケア、つまりセルフ

マネージメントの重要性が指摘されている。これは、職業生活における様々なセルフマネージメント・

スキルの発揮を求められる機会に適切な力を発揮し、個々人の自己決定権を尊重した支援をおこなうこ

とが良いケースマネージメントであるとする考え方である。この考え方に基づけば、職場定着サポート

を計画する際には、セルフマネージメント・スキルの向上に対する支援を行うことを一つの基本と考え

るべきであろう。 

 つまり、セルフマネージメント・スキルの向上に対する支援は、効果的な職場定着サポートの非常に

重要な要素であり、この支援を具体化する場合には、支援関係者の共通理解と適切な支援の調整をおこ

なうケースマネージメントは必要不可欠であると考えられるのである。 

 

第３節 ナチュラルサポートに向けたセルフマネージメントへの支援 

１．ナチュラルサポートの確立とセルフマネージメント 

 障害者の職場定着を考える場合に、職場内でのナチュラルサポートの確立が必須となる。第Ⅱ部でも、

職場内でのナチュラルサポートの確立に向けた支援について、セルフマネージメント・トレーニング・

マトリックスに基づく支援との関連性を含めて、事例をもとに検討を行っている。 

 第Ⅱ部第３章では、まず職業準備訓練で行ったセルフマネージメント・スキルの向上に対する支援を、

ジョブコーチ支援（以下、ＪＣ支援という）でも引き続き実施することが有効であること、また、この

支援の継続によりＪＣ支援では比較的短期間で効果があがりうることを示した。この結果は、職業準備

訓練の中で培ったセルフマネージメント・スキルへの支援方法が職場でのナチュラルサポートの確立に

寄与しうることを示している。 

 また、第Ⅱ部第４章では、セルフマネージメント・スキルの発揮について、様々な事業所のニーズに

対しＪＣ支援を行い、障害者のセルフマネージメント・スキルの向上を図るとともに、事業所の求める

セルフマネージメント・スキルの段階を調整し、支援体制を整えることで、ナチュラルサポートを実現

しうることを示した。この結果は、セルフマネージメント・トレーニング・マトリックスを基本とした

支援が、セルフマネージメント・スキルの向上を図るだけでなく、職場毎に求められるセルフマネージ

メント・スキルの調整や、ナチュラルサポートの確立に向けた支援の計画や実行にも効果的であること

を示唆している。 

 これらの結果から、セルフマネージメント・トレーニング・マトリックスを基いた支援によるナチュ
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ラルサポートの確立における効果は、次のように整理できる。 

①セルフマネージメント・スキルという個人内のナチュラルサポートの成立の効果 

②セルフマネージメント・スキルの確立に向けた支援者の支援スキルの般化の効果 

③職務で求められるセルフマネージメント・スキルの段階の把握、及び事業所の支援者によるナチュ

ラルサポートの限界点の把握の効果 

④個々人のセルフマネージメント・スキルと事業所側のナチュラルサポート体制の調整 

 

 これらの効果は、セルフマネージメント・トレーニング・マトリックスのさらなる活用方法として、

個々の対象者のスキル向上に関する活用だけでなく、個人を取り巻く環境の側面から見たセルフマネー

ジメント・トレーニング・マトリックスの活用可能性を示している。 

 以下の節では、この視点に基づくセルフマネージメント・トレーニング・マトリックスの、さらなる

利用方法について検討する。 

 

２．職場定着サポートにおけるセルフマネージメント・トレーニング・マトリックスの利用 

 個々の障害者に有効な職場定着サポートについて考える場合には、障害者本人だけでなく、家族や事

業所の同僚・上司、専門家等の支援者をも含めたサポートネットワークの成員の相互作用について、検

討することが必要である。また、職場定着サポートの目標は、障害者が他者との相互作用の中で、個々

人の有するセルフマネージメント・スキルを存分に発揮しつつ、ナチュラルサポートと言われる支援を

得ながら職業生活を送ることにある。そのためには、障害者本人のセルフマネージメント・スキルだけ

でなく、サポートネットワークに含まれる支援者がそれぞれの立場で、障害者のセルフマネージメント・

スキルの発達を支援できるよう、セルフマネージメント・トレーニング・マトリックスにより総合的な

視点に立って職場定着サポートを計画・立案することが必要となる。 

 

（１）障害者へのセルフマネージメント・トレーニングの計画 

 図Ⅰ－２－２に障害者のスキル向上の視点から見たセルフマネージメント・トレーニング・マトリッ

クスを示した。このマトリックスを利用してセルフマネージメント・スキルの獲得に向けた訓練を計画

する場合には、まずある人のある場面での行動を、この図の各セルに示された行動と比較し、その行動

の自立度、つまりセルフマネージメント・レベルを特定する。次に、そのレベルから、上・右・右上の

いずれかの方向へ向けて、個々人のセルフマネージメント・スキルと学習能力に応じた訓練方針と到達

目標を設定することとなる。 

 例えば、作業を始める時や休憩に入る時、常にその内容や時間について具体的に指示されることが必

要な対象者（レベルe)で、長時間の作業を行わせると作業能率が低下する等、作業への意欲を維持でき

ないような場合を考える。このような場合、上方向への指導では作業の結果取得できる強化の内容を単

なる休憩だけでなく、本人の嗜好にあった内容を複数用意し選択させるよう指導する方法が考えられる
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（レベルｆ）。また右方向への指導では、作業の時間や内容、目標作業量等に関する選択肢を用意し、

作業前に自分で選択させるよう指導する方法も考えられる（レベルi）。これらの方法を比較するとレベ

ルｆは対象者の意欲の向上に焦点を当てた指導であり、レベルiは対象者の作業への責任感の向上に焦点

を当てた指導と言うこともできる。 

 別の例として、就職して１年あまりが経ち既に自分の行う職務については十分に学習し、一日の作業

順序や作業内容等を自立的に行っている対象者（レベルｋ）に、新たに雇用する職員の指導を行わせた

い場合を考える。このような場合、上方向の指導では、各個人の作業結果だけでなく作業チームでの作

業結果を把握し、その結果に見合った休憩を計画したり、後輩の疲労度を十分に聞き取りながら休憩内

容や休憩時間を計画・実施する（レベルｌ）よう教育することが考えられる。また、右方向への指導で

は、作業計画を立てる際、後輩の作業ペースやスキルを十分に把握し、後輩に無理のない目標の設定を

協議しながら行うよう教育することも一つの方法であろう。これらの指導は、先輩として後輩の力量や

疲労等へ配慮しながら、後輩の意見や意欲も取り入れる態度を育成するような指導と言えよう。 

 これらの指導の方向性は、個々の対象者によって異なるであろうし、その方法も具体的な指導から研

修等による知識教育・意識改革等の方法まで様々であろう。これらの指導を、どのように構成し組み合

わせていくのかは、その対象者へ与える職務やその職務・職位で求められるセルフマネージメント・ス

キルのレベルにより調整されるべきであろう。 

 

（２）事業所・家族に対するセルフマネージメント支援の計画 

 セルフマネージメント・トレーニングを計画する場合には、（１）のような個人への指導・支援方法

だけでなく、各段階での学習の機会や般化に向けた環境を整えるため、指示の方法や結果のフィードバ

ック等の支援者の行動について、具体的な方法を提示することが必要な場合もある。また、いくつかの

具体的な支援方法について段階的に整理したり、不適応状況が生じた際の対応等についても整備し、ナ

チュラルサポートの確立に向けた支援者支援のあり方について具体的に検討を行うことが望ましい。 

 職場定着サポートの計画の中に含まれる支援者支援の計画は、障害者へのセルフマネージメント・ト

レーニングの結果が、職場内で効果を発揮するために不可欠なものである。この計画の中には、支援主

体者や段階的な支援目標、支援内容、具体的な支援方法、具体的な結果の把握方法等が含まれる。 

 このような計画を作成するためには、まずセルフマネージメント・トレーニングの訓練場面と、事業

所／家庭内での対象者の状況を比較し、セルフマネージメント・スキルの段階の差を把握することが必

要となる。この把握により、訓練場面における目標設定の妥当性が高まるだけでなく、事業所や家庭に

おけるセルフマネージメント・スキルを発揮するための機会の有無や、障害者と支援者の現状の関係性

等を把握することができる。また、一方で事業所／家庭内での期待されているセルフマネージメント・

スキルの段階の把握により、ナチュラルサポートの中での支援者が抱えるストレスや負担感等の情報を

得ることができる。 

 これらの状況把握の結果から、セルフマネージメント・スキルの発揮を阻害する要因を推定し、阻害
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要因をなくすための対策案を検討する。さらに、職場や家庭からの期待と障害者本人のセルフマネージ

メント・スキルの現状の差異を縮めるため、支援目標の再設定や具体的な支援方法等の検討と設定を行

うことが必要であろう。 

 図Ⅰ－２－３に事業所や家族等の支援者の視点からみたセルフマネージメント・トレーニング・マト

リックスを示した。この図をもとにある障害者に対し職場での自立的行動を確立したい事業所における

支援者支援について考えてみよう。この事業所では、ある障害者に対し作業や休憩の開始時に支援者が

選択肢を提示して、適切な行動を選択させ作業や休憩を行わせている（レベルｊ）が、このような支援

者の支援が負担となっており、選択肢の提示がなくても（レベルｏ）適切な行動ができるよう改善した

いと考えている。 

 そこで、その職場の現状を見ると、障害者は十分な説明のもと選択肢を与えられており、常に適切な

作業や休憩を選択し、意欲を持って行動している。また、作業等に関する疑問等があっても、選択肢を

提示される際に確認することができるため、作業中トラブルが生じることもほとんどない状況であった。

このような現状から、唐突に選択肢の提示を止め自立的な行動を求めると障害者が混乱する可能性があ

ること、自立的な行動を保証するためには質問等への対応する人的体制や障害者の質問行動等を確立す

る必要があること等の前提条件について理解を促すと共に、支援者の支援方法を段階的に変化させてい

く方法を提案することができる。例えば、支援者は選択肢を提示する代わりに障害者と一緒に選択可能

な作業や休憩等についてリスト化し、常にそれを見ながら決まった時間から作業や休憩をとるよう指導

することができる。また、リストの使用に平行して、作業や休憩の機会に障害者が自立的な選択や自発

的行動をスムーズに行えるよう、簡単な声かけをしそれを徐々に減じていくという方法についても提案

できる。 

 このように生じうる問題への対処や具体的な支援方法の提示は、事業所のニーズを満たしつつ障害者

の不適応を予防することにも繋がると考えられる。しかし、事業所がこのような支援に直接的に取り組

めるかどうかは、個々の事業所の状況により異なる可能性もあることから、必要に応じてジョブコーチ

等の人的支援策を提案することが望ましい職業リハビリテーション・サービスであると考えられる。 

 

（３）中長期的な職場定着サポートにおけるセルフマネージメント支援の段階的計画 

 障害者のセルフマネージメント・スキルの段階と支援者による適切な支援が安定することで、職場内

でのナチュラルサポートが確立される。一方で、障害者は職場や家庭での経験の中で、さらにセルフマ

ネージメント・スキルを発達させる可能性も否めない。また、支援者が支援方法を段階的に選択するこ

とで、障害者のセルフマネージメント・スキルの発達を促すことも考えられる。 

 このように職場内でのナチュラルサポートは、障害者本人と支援者との関係の中で変化するものと捉

えることも重要であろう。このような変化の可能性に対し、新たな支援ニーズや危機的状況に対応でき

るよう中長期的な視点から段階的な職場定着サポートを計画することが必要であろう。 
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３．支援機関の役割とセルフマネージメント・トレーニング・マトリックス 

 職場定着サポートを効果的に実施するためには、個々の障害者を支える関係機関や関係者の連携によ

るサポートネットワークが必要である。このサポートネットワークを十分に機能させるためには、個々

の関係機関や関係者がそれぞれの機能を相互に把握し、それぞれに適切な役割を果たすことが望ましい。

また、関係機関の多くはそれぞれに業務や主たる事業の内容が定められており、必然的に障害者へ行え

るサービスは質的にも量的にも異なっている。 

 このような考え方や状況に基づけば、障害者のセルフマネージメント・スキルの向上を目指した支援

を考える場合には、各関係機関で実施したり、支援環境として整えうるセルフマネージメント・レベル

を検討することが障害者のセルフマネージメント・スキルの向上支援に役立つと考えられる。つまり、

セルフマネージメント・トレーニング・マトリックスに基づいて各関係機関の役割や立場によって制限

される支援の内容、いわゆる各関係機関の支援の限界について明らかにすることで、各関係機関の機能

を明確化することができ、各機関の連携を十分に行えるよう総合的な視点にたったリハビリテーショ

ン・システムの構築が可能となると考えらる。 

 このような視点から、様々な関係機関を挙げると、以下のような機関等が考えられる。 

①医療機関：主に中途障害者のリハビリテーションサービスの起点となる。急性期から家庭復帰を中

心とした社会復帰支援が主たる機能と考えられる。そのためのサービスとして、入通院による治療か

ら各種リハビリテーションサービス、デイケア等のサービスが挙げられる。 

②教育機関：身体障害者や知的障害者を中心とした教育的リハビリテーションサービスを行う。アカ

デミックスキルの獲得や生活技能の習得等の課題を通したセルフマネージメント・スキルの向上につ

いての機会を個々の障害状況に応じて実施することができる。 

③福祉機関：障害者の生活を支援する多くの機能を有する。対象者の状況に応じて、余暇や生活支援

を中心としたサービス、職業リハビリテーションへの移行サービス等が行われる。 

④職リハサービス実施機関：障害者を就労へと結びつけるサービスを行う機関である。職業能力の評

価から職業準備訓練、ＪＣ支援等の職業リハビリテーションサービスを行う。 

⑤事業所：職リハサービス実施機関をはじめとした各関係機関から障害者の受け入れ先としてサービ

スを受けるととともに、労働者として障害者を雇用する。雇用により一定の利益を上げなければなら

ない。 

⑥家族：様々な専門機関からサービスを受けつつ、障害者の日常・職業生活に対する支援を行うもっ

とも重要な関係者である。 

 障害者がセルフマネージメント・スキルを段階的に獲得していくためには、これらの関係者・機関の

連携によるシステマティックなリハビリテーションサービスが望まれる。セルフマネージメント・トレ

ーニング・マトリックスに基づく各関係機関の役割・機能の明確化は、このようなシステムの構築を可

能にするだけでなく、障害者によるサービスや支援機関利用に関する自己決定権を保証し、ケースマネ

ージメントの効率化を図ることに繋がると考えられる。このようなシステムの構築は障害者本人の障害
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受容と家族・支援者の障害理解の促進等、支援の難しい問題についても解決策を見いだす一助となるの

ではないだろうか。 

 図Ⅰ－２－４に、セルフマネージメント・トレーニング・マトリックスの各セルの内容とその内容に

相当する職業リハビリテーションサービスを中心としたサービス名について整理した。各セルにおける

対象者の行動レベルを支援するための機能を、先に挙げたような関係機関がどのように実現できるかを

個々の機関毎に整理することは可能であろう。ただし、関係機関の行うサービスは常に複数のレベルに

またがっていると考えられるため、各機関で行いうるサービスの範囲として考えることが重要である。

また、障害者の自己決定権を保証するには、多くのリハビリテーションサービス機関が、セルフマネー

ジメント・スキルの向上という一定の目標に向けてその役割と機能を果たすことが必要となる。セルフ

マネージメント・トレーニング・マトリックスを用いた各機関の役割・機能の整理・整備は、障害者へ

のシステマティックな支援を可能とするだけでなく、様々な地域で求められるリハビリテーションサー

ビスを合理的に整備することにも役立つものと考える（巻末「資料２」に筆者がまとめた精神障害者の

ための連携のあり方に関する資料を例として示した。）。 
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図Ⅰ－２－２ 対象者の視点から見たセルフマネージメント・トレーニング・マトリックス 

対象者は、自分の気分や好み、状
況等の要因が整えば行動できる。ま
た、行動を獲得・継続するために、
周囲からの評価に配慮しながら行動
の結果や疲労・ストレスの程度を判
断し、周囲の人との調整を行った上
で、適切に休憩時間や休日を過ごす
ことができる。

対象者は、他者からの指示に従って
行動できる。また、行動を獲得・継続
するために、周囲からの評価に配慮
しながら行動の結果や疲労・ストレス
の程度を判断し、周囲の人との調整
を行った上で、適切に休憩時間や休
日を過ごすことができる。

対象者は、選択肢から適切な振る舞
いを選んで行動できる。また、行動を
獲得・継続するために、周囲からの
評価に配慮しながら行動の結果や
疲労・ストレスの程度を判断し、周囲
の人との調整を行った上で、適切に
休憩時間や休日を過ごすことができ
る。

対象者は、自分の行うべきことを理
解し、自発的に行動できる。また、行
動を獲得・継続するために、周囲か
らの評価に配慮しながら行動の結果
や疲労・ストレスの程度を判断し、周
囲の人との調整を行った上で、適切
に休憩時間や休日を過ごすことがで
きる。

対象者は、同僚や上司、仲間と相
談・提案等の調整を行い、他者の行
動の結果等も考慮し行動できる。ま
た、行動を獲得・継続するために、
周囲からの評価に配慮しながら行動
の結果や疲労・ストレスの程度を判
断し、周囲の人との調整を行った上
で、適切に休憩時間や休日を過ごす
ことができる。

l p t

対象者は、自分の気分や好み、状
況等の要因が整えば行動できる。ま
た、行動を獲得・継続するために、
行動の結果や疲労・ストレスの程度
等を判断し、適切に休憩時間や休日
を過ごすことができる。

対象者は、他者からの指示に従って
行動できる。また、行動を獲得・継続
するために、行動の結果や疲労・ス
トレスの程度等を判断し、適切に休
憩時間や休日を過ごすことができ
る。

対象者は、選択肢から適切な振る舞
いを選んで行動できる。また、行動を
獲得・継続するために、行動の結果
や疲労・ストレスの程度等を判断し、
適切に休憩時間や休日を過ごすこと
ができる。

対象者は、自分の行うべきことを理
解し、自発的に行動できる。また、行
動を獲得・継続するために、行動の
結果や疲労・ストレスの程度等を判
断し、適切に休憩時間や休日を過ご
すことができる。

対象者は、同僚や上司、仲間と相
談・提案等の調整を行い、他者の行
動の結果等も考慮し行動できる。ま
た、行動を獲得・継続するために、
行動の結果や疲労・ストレスの程度
等を判断し、適切に休憩時間や休日
を過ごすことができる。

k o s

対象者は、自分の気分や好み、状
況等の要因が整えば行動できる。ま
た、行動を獲得・継続するために、
行動の結果やストレス・疲労の程度
を判断し幾つかの選択肢から、適切
に休憩時間や休日を選択し過ごすこ
とができる。

対象者は、他者からの指示に従って
行動できる。また、行動を獲得・継続
するために、行動の結果やストレス・
疲労の程度を判断し幾つかの選択
肢から、適切に休憩時間や休日を選
択し過ごすことができる。

対象者は、選択肢から適切な振る舞
いを選んで行動できる。また、行動を
獲得・継続するために、行動の結果
やストレス・疲労の程度を判断し幾
つかの選択肢から、適切に休憩時
間や休日を選択し過ごすことができ
る。

対象者は、自分の行うべきことを理
解し、自発的に行動できる。また、行
動を獲得・継続するために、行動の
結果やストレス・疲労の程度を判断
し幾つかの選択肢から、適切に休憩
時間や休日を選択し過ごすことがで
きる。

対象者は、同僚や上司、仲間と相
談・提案等の調整を行い、他者の行
動の結果等も考慮し行動できる。ま
た、行動を獲得・継続するために、
行動の結果やストレス・疲労の程度
を判断し幾つかの選択肢から、適切
に休憩時間や休日を選択し過ごすこ
とができる。

j n r

対象者は、自分の気分や好み、状
況等の要因が整えば行動できる。ま
た、行動を獲得・継続させるために
は、一つ一つの行動に対して、他者
から正否を丁寧にフィードバックされ
たり、適切な休憩時間や休日の過ご
し方を支援される必要がある。

対象者は、他者からの指示に従って
行動できる。また、行動を獲得・継続
させるためには、一つ一つの行動に
対して、他者から正否を丁寧に
フィードバックされたり、適切な休憩
時間や休日の過ごし方を支援される
必要がある。

対象者は、選択肢から適切な振る舞
いを選んで行動できる。また、行動を
獲得・継続させるためには、一つ一
つの行動に対して、他者から正否を
丁寧にフィードバックされたり、適切
な休憩時間や休日の過ごし方を支
援される必要がある。

対象者は、自分の行うべきことを理
解し、自発的に行動できる。また、行
動を獲得・継続させるためには、一
つ一つの行動に対して、他者から正
否を丁寧にフィードバックされたり、
適切な休憩時間や休日の過ごし方
を支援される必要がある。

対象者は、同僚や上司、仲間と相
談・提案等の調整を行い、他者の行
動の結果等も考慮し行動できる。ま
た、行動を獲得・継続させるために
は、一つ一つの行動に対して、他者
から正否を丁寧にフィードバックされ
たり、適切な休憩時間や休日の過ご
し方を支援される必要がある。

l m q

無　　し 指　　示 選　　択 自　　発 協　　調
対象者は、自分の気分や好
み、状況等の要因が整えば
行動できる。

対象者は、他者からの指示
に従って、行動できる。

対象者は、選択肢から適切
な行動を選択し、行動でき
る。

対象者は、自発的に自分の
行うべきことを、行動できる。

対象者は、周囲の人と協議
し、他者への効果等も考慮
し、行動できる。

指
　
示

『対象者の視点から見たセルフマネージメント・トレーニング・マトリックス』

行
動
の
後
続
条
件

行動を獲得・継続するため
に、自己と周囲の視点に立っ
て行動の結果を評価し、周囲
の人との調整を行った上で、
適切な強化事態を過ごすこと
ができる。

協
　
調

行動を獲得・継続するため
に、自分の行動の結果を評
価し、自発的に適切な強化事
態を過ごすことができる。

自
　
発

行動を獲得・継続するために
は、自分の行動の結果を評
価し、他者や環境にある選択
肢から適切に選択し、強化事
態を過ごすことができる。

選
　
択

行動の獲得・継続のために
は、他者からのフィードバック
や強化事態への指示等が必
要である。

行動の先行条件

結果に関する
セルフマネージメント
レベル

行動に関する
セルフマネージメントレベル
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図Ⅰ－２－３ 支援者の視点から見たセルフマネージメント・トレーニング・マトリックス 

対象者は、自分の気分や好み、状
況等の要因が整えば行動できる。ま
た、行動を獲得・継続するために、
周囲からの評価に配慮しながら行動
の結果や疲労・ストレスの程度を判
断し、周囲の人との調整を行った上
で、適切に休憩時間や休日を過ごす
ことができる。

対象者は、他者からの指示に従って
行動できる。また、行動を獲得・継続
するために、周囲からの評価に配慮
しながら行動の結果や疲労・ストレス
の程度を判断し、周囲の人との調整
を行った上で、適切に休憩時間や休
日を過ごすことができる。

対象者は、選択肢から適切な振る舞
いを選んで行動できる。また、行動を
獲得・継続するために、周囲からの
評価に配慮しながら行動の結果や
疲労・ストレスの程度を判断し、周囲
の人との調整を行った上で、適切に
休憩時間や休日を過ごすことができ
る。

対象者は、自分の行うべきことを理
解し、自発的に行動できる。また、行
動を獲得・継続するために、周囲か
らの評価に配慮しながら行動の結果
や疲労・ストレスの程度を判断し、周
囲の人との調整を行った上で、適切
に休憩時間や休日を過ごすことがで
きる。

対象者は、同僚や上司、仲間と相
談・提案等の調整を行い、他者の行
動の結果等も考慮し行動できる。ま
た、行動を獲得・継続するために、
周囲からの評価に配慮しながら行動
の結果や疲労・ストレスの程度を判
断し、周囲の人との調整を行った上
で、適切に休憩時間や休日を過ごす
ことができる。

d' h' l' p' t'

対象者は、自分の気分や好み、状
況等の要因が整えば行動できる。ま
た、行動を獲得・継続するために、
行動の結果や疲労・ストレスの程度
等を判断し、適切に休憩時間や休日
を過ごすことができる。

対象者は、他者からの指示に従って
行動できる。また、行動を獲得・継続
するために、行動の結果や疲労・ス
トレスの程度等を判断し、適切に休
憩時間や休日を過ごすことができ
る。

対象者は、選択肢から適切な振る舞
いを選んで行動できる。また、行動を
獲得・継続するために、行動の結果
や疲労・ストレスの程度等を判断し、
適切に休憩時間や休日を過ごすこと
ができる。

対象者は、自分の行うべきことを理
解し、自発的に行動できる。また、行
動を獲得・継続するために、行動の
結果や疲労・ストレスの程度等を判
断し、適切に休憩時間や休日を過ご
すことができる。

対象者は、同僚や上司、仲間と相
談・提案等の調整を行い、他者の行
動の結果等も考慮し行動できる。ま
た、行動を獲得・継続するために、
行動の結果や疲労・ストレスの程度
等を判断し、適切に休憩時間や休日
を過ごすことができる。

c' g' k' o' s'

対象者は、自分の気分や好み、状
況等の要因が整えば行動できる。ま
た、行動を獲得・継続するために、
行動の結果やストレス・疲労の程度
を判断し幾つかの選択肢から、適切
に休憩時間や休日を選択し過ごすこ
とができる。

対象者は、他者からの指示に従って
行動できる。また、行動を獲得・継続
するために、行動の結果やストレス・
疲労の程度を判断し幾つかの選択
肢から、適切に休憩時間や休日を選
択し過ごすことができる。

対象者は、選択肢から適切な振る舞
いを選んで行動できる。また、行動を
獲得・継続するために、行動の結果
やストレス・疲労の程度を判断し幾
つかの選択肢から、適切に休憩時
間や休日を選択し過ごすことができ
る。

対象者は、自分の行うべきことを理
解し、自発的に行動できる。また、行
動を獲得・継続するために、行動の
結果やストレス・疲労の程度を判断
し幾つかの選択肢から、適切に休憩
時間や休日を選択し過ごすことがで
きる。

対象者は、同僚や上司、仲間と相
談・提案等の調整を行い、他者の行
動の結果等も考慮し行動できる。ま
た、行動を獲得・継続するために、
行動の結果やストレス・疲労の程度
を判断し幾つかの選択肢から、適切
に休憩時間や休日を選択し過ごすこ
とができる。

b' f' j' n' r'

対象者は、自分の気分や好み、状
況等の要因が整えば行動できる。ま
た、行動を獲得・継続させるために
は、一つ一つの行動に対して、他者
から正否を丁寧にフィードバックされ
たり、適切な休憩時間や休日の過ご
し方を支援される必要がある。

対象者は、他者からの指示に従って
行動できる。また、行動を獲得・継続
させるためには、一つ一つの行動に
対して、他者から正否を丁寧に
フィードバックされたり、適切な休憩
時間や休日の過ごし方を支援される
必要がある。

対象者は、選択肢から適切な振る舞
いを選んで行動できる。また、行動を
獲得・継続させるためには、一つ一
つの行動に対して、他者から正否を
丁寧にフィードバックされたり、適切
な休憩時間や休日の過ごし方を支
援される必要がある。

対象者は、自分の行うべきことを理
解し、自発的に行動できる。また、行
動を獲得・継続させるためには、一
つ一つの行動に対して、他者から正
否を丁寧にフィードバックされたり、
適切な休憩時間や休日の過ごし方
を支援される必要がある。

対象者は、同僚や上司、仲間と相
談・提案等の調整を行い、他者の行
動の結果等も考慮し行動できる。ま
た、行動を獲得・継続させるために
は、一つ一つの行動に対して、他者
から正否を丁寧にフィードバックされ
たり、適切な休憩時間や休日の過ご
し方を支援される必要がある。

a' e' l' m' q'

無　　し 指　　示 選　　択 自　　発 協　　調

支援者は、対象者の安全を
確保しつつ、必要以上に行
動に制限を加えない。

支援者は、対象者が行うべき
行動について、丁寧に的確な
指示を出すことができる。

支援者は、対象者が行うべき
行動の選択肢を提示し、適
切な選択ができるよう支援す
ることができる。

支援者は、対象者の自発的
な行動に対し、必要／要請に
応じて支援することができ
る。

支援者は、対象者の自発的
な調整に対応し、必要／要
請に応じて対象者の行動を
支援することができる。

選
　
択

行動の先行条件

『支援者の視点から見たセルフマネージメント・トレーニング・マトリックス』
行
動
の
後
続
条
件

支援者は、強化事態に関す
る対象者の自発的な調整に
対応し、必要／要請に応じて
対象者の強化事態の享受を
支援することができる。

協
　
調

支援者は、対象者が自発的
に享受している強化事態につ
いて、必要／要請に応じて支
援することができる。

自
　
発

支援者は、複数の強化事態
から成る選択肢を提示し、適
切な選択ができるよう支援す
ることができる。

支援者は、対象者に望ましい
行動を獲得・継続させるた
め、一つ一つの行動に対し、
丁寧にフィードバックし、適切
な強化を与えることができ
る。

指
　
示

結果に関する
セルフマネージメントレベル

行動に関する
セルフマネージメントレベル
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※表の上段は各機能を有する機関を、下段にはそれらの機関が行っている業務を列挙した。 
※表中の「医療」は文中の「医療機関」を、「教育」は「教育機関」を、「福祉」は「福祉機関」、「職リハ」は「職リハサー

ビス実施機関」を、「職場」は「事業所」を、「家庭」は「家族」をそれぞれ示している。また、「社会」は障害者本人が属
しいている地域社会から国家までを表すものである。 

図Ⅰ－２－４ 支援機関の機能と役割の視点から見たセルフマネージメント・トレーニング・マトリックス 

教育、医療、家庭、地域 医療、教育、家庭、地域
地域、家庭、教育、
医療、職場

地域、職場、家庭 職場、家庭、社会

治療、療養、養育、
余暇活動

余暇活動、職業前訓練、
デイケア

職業準備訓練、JC、
職場体験、就労

JC、就労 就労

教育、医療、家庭、地域 医療、教育、家庭、地域
家庭、地域、教育、
医療、職場

地域、職場、家庭 職場、家庭、社会

治療、療養、養育、
余暇活動

余暇活動、職業前訓練、
デイケア

職業準備訓練、JC、
職場体験

JC、就労 JC、就労

医療、教育、家庭 医療、教育、家庭、地域 家庭、地域、教育、医療 地域、家庭、職場、教育 職場、家庭、社会

治療、療養、養育
デイケア、余暇活動、
職業前訓練、養育

職業前訓練、
職業準備訓練、職場体験

職業準備訓練、JC、就労 JC、職業準備訓練、就労

医療、家庭、教育 医療、家庭、教育、地域 医療、家庭、教育、地域 地域、家庭、職場、教育 地域、職場、家庭、社会

救急治療、療養、養育
デイケア、余暇活動、
作業体験、養育

職業前訓練、
職業準備訓練、職場体験

職業準備訓練、JC、就労 職業準備訓練、JC、就労

無　　し 指　　示 選　　択 自　　発 協　　調

支援機関は、対象者の安全
を確保しつつ、必要以上に行
動に制限を加えない環境を
整える機能を有する。

支援機関は、対象者が行う
べき行動について、丁寧に的
確な指示を出し、その行動を
支援する環境を整えられる機
能を有する。

支援機関は、対象者が行う
べき行動の選択肢を提示し、
適切な選択ができるよう支援
環境を整える機能を有する。

支援機関は、対象者の自発
的な行動に対し、必要／要
請に応じて支援する機能・環
境を有する。

支援機関は、対象者の自発
的な調整に対応し、必要／
要請に応じて対象者の行動
を支援する機能を有する。

支援機関は、対象者に望まし
い行動を獲得・継続させるた
め、一つ一つの行動に対し、
丁寧にフィードバックし、適切
な強化を与えることができる
環境と機能を有する。

指
　
示

行動の先行条件

『支援機関の機能と役割の視点に立ったセルフマネージメント・トレーニング・マトリックス』
行
動
の
後
続
条
件

支援機関は、強化事態に関
する対象者の自発的な調整
に対応し、必要／要請に応じ
て対象者の強化事態の享受
を支援できる機能を有する。

協
　
調

支援機関は、対象者が自発
的に享受している強化事態
について、必要／要請に応じ
て支援することができる機能
を有する。

自
　
発

支援機関は、複数の強化事
態から成る選択肢を提示し、
適切な選択ができるよう支援
するとともに、それらを実現で
きる環境と機能を有する。

選
　
択

結果に関する
セルフマネージメン
ト
レベル

行動に関する
セルフマネージメント
レベル
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４．指導者への研修による人的体制の確立 

（１）導入前の研修 

 セルフマネージメント訓練を試行するため、指導者への知識教育を行った。これまでの職業準備

訓練では、作業能力の向上やコミュニケーションスキル等の社会生活能力が指導対象となることが

多かった。これは、これまでセルフマネージメント・スキルを主たる対象とするための、考え方や

指導の方法等について一定の指針が確立されておらず、実施困難な状況にあったことが原因の一つ

と考えられる。そこで、本研究では、セルフマネージメント・トレーニング・マトリックスに基づ

く訓練を実施するにあたり、指導方針を一本化し、職業準備訓練における指導ポイントの共通理解

を図るために、実施前の指導者への研修を実施した（巻末「資料２」に、指導者への研修に用いた

資料を示した）。これらの研修は対象者への対応の一定化、指導方法の一本化等につながり、訓練

の実施に際し効果的であった。 

 このような研修は、今後の職業リハビリテーションの方向性をどのような視点から考えていくの

か、という問題とも関連するものである。セルフマネージメント・トレーニング・マトリックスに

基づく指導・支援を試行するのであれば、セルフマネージメントの基本的な考え方や方法論等につ

いて一定の内容を職業リハビリテーションの専門家に対する研修の一環として位置づけることが

望ましいと考えられる。集中的な講義の一つとして、このような知識教育を行うことは、職業リハ

ビリテーションの成果として企業体が期待する結果に支援者の視点を揃えることにもつながる。そ

の一方で、受け入れ側の企業に対しても、様々なセルフマネージメント・レベルが存在することを

伝え、そのレベル毎の支援のあり方について具体的な改善案を提示でき、適切な環境作りの一助と

なると考えられる。 

 様々な職業リハビリテーション専門家の研修へ、セルフマネージメントに関する具体的な内容が

盛り込まれることを期待したい。 

 

（２）指導計画の策定や変更等に関する指導者への支援 

 セルフマネージメント訓練を行う際に、個々人のセルフマネージメントレベルを把握し、個々の

状況に合わせた指導レベルを設定することが必要である。しかし、個々人のセルフマネージメント

レベルは人的環境や作業の難易度等により異なるものと考えられる。そのため、セルフマネージメ

ント訓練を導入した作業課題毎に、個々人の到達点を同定するよう心がけなければならない。 

 個々の作業課題毎のセルフマネージメントレベルの改善状況は、セルフマネージメント訓練の課

題毎に設定した達成水準に基づき判断することが基本である。しかし、一定の判断基準のみでは困

難な場合、例えば、セルフモニタリング訓練の達成基準として想定されていた段階まで達成されな
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かった場合やタイムトライアル訓練で継続的にミスが見られる場合などには、個々の対象者の状況

を詳細に検討し、課題レベルの調整を行わなければならない。 

 このような調整を行う場合には、作業課題におけるセルフマネージメント訓練の導入時から、課

題の特徴を把握していること、各訓練段階での達成基準や低下基準をある程度明確化しておくこと

がポイントとなる。 

 しかし、これらのポイントは、セルフマネージメント訓練の導入初期の段階では、指導者側の経

験が不足していることもあり判断に迷うことが多い。そのため第Ⅱ部での試行の中では、個々の障

害状況に応じた指導計画や指導方法の策定・変更、セルフマネージメント支援の段階の変更等につ

いて、研究員が、ケース会議に参加したり個々の検討の際に助言する等の方法を通して、指導者が

適切な判断を行えるよう支援を行った。 

 これらの指導者への支援の中では、個々の対象者の課題に応じた具体的な指導方法の提示や例示

が求められた。これらの要望に対し、障害者個々のニーズに合わせつつ、必要に応じて個別指導の

導入等についても、複数の選択肢や系列的な指導方法を示すなどの提案を行っている。 

 このような指導者への支援を効率的に行い、また指導者が自立的に判断できるような方法につい

て開発することも、今後の研究課題の一つであろう。 

 

（３）支援者教育と支援者支援 

 作業におけるセルフマネージメント訓練はセルフマネージメント・トレーニング・マトリックス

を基本的な考え方として構成されている。また、セルフマネージメント・トレーニング・マトリッ

クスは応用行動分析学による行動のとらえ方を基本としている。 

 指導・支援を行う専門家（カウンセラーやジョブコーチ、指導員等）に、行動と環境の相互関係

を重視する応用行動分析的な視点や作業学習よりもセルフマネージメント・スキルの向上を重視す

るセルフマネージメント・トレーニング・マトリックスの考え方の理解を促すためには、（１）で

述べたような集中的な支援者研修だけでなく、支援者自身がセルフマネージメント訓練場面で指導

を行うことによる体験学習や、ケース会議等でのケーススタディ、さらにその中での実地研修やス

ーパーバイズを行うことで、より的確な理解と実施を促すことができた。 

 このように支援者に学習の機会を十分に保証し、密度の濃い支援者支援を実施できる体制をどの

ように整えていくのかについても、今後の課題の一つである。また、ナチュラルサポートの視点に

立つと、支援者には家族や職場の同僚等も含まれることとなるが、このような支援者への教育と支

援のあり方についても、具体的な研修や支援の方法について検討を重ねる必要があろう。 
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